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介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス事業者自主点検表事業者自主点検表事業者自主点検表事業者自主点検表のののの作成作成作成作成についてについてについてについて
１ 趣 旨

入所者及び利用者に適切な介護サービス又は介護予防サービスを提供するためには、事業者自らが自主的に

事業の運営状況を点検し、人員、設備及び運営に関する基準が守られているか 常に確認することが必要です。

そこで県では、介護サービス事業者又は介護予防サービス事業者ごとに、法令、関係通知及び国が示した介

護保険施設等指導指針のうちの主眼事項、着眼点を基に自主点検表を作成し、運営上の必要な事項について、

自主点検をお願いし、県が行う指導と有機的な連携を図ることとしました。

２ 実施方法

（１）毎年定期的に実施するとともに、事業所への実地指導が行われるときは、他の関係書類とともに、県へ提

出してください。なお、この場合、控えを必ず保管してください。

（２）記入に当たっては、複数の職員で検討のうえ点検してください。

（３）点検結果については、実施後３年間の保管をお願いします。

（４）「いる・いない」等の判定については、該当する項目を〇で囲ってください。

（５）判定判定判定判定についてについてについてについて該当該当該当該当するするするする項目項目項目項目がないときはがないときはがないときはがないときは、、、、選択肢選択肢選択肢選択肢にににに二重線二重線二重線二重線をををを引引引引きききき「「「「事例事例事例事例なしなしなしなし」」」」又又又又はははは「「「「該当該当該当該当なしなしなしなし」」」」とととと記入記入記入記入しししし

てくださいてくださいてくださいてください。。。。

（６）この自主点検表は通所リハビリテーションの運営基準等を基調に作成されていますが、指定通所リハビリ

テーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハ

ビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合には、介護予防通所リハビリテーションについても通所リハビリテーションの運営基準等

に準じて（通所リハビリテーションを介護予防通所リハビリテーションに読み替えて）一緒に自主点検して

ください。

なお、太枠で囲われ、太字太字太字太字・・・・ゴシック体で書かれた部分については介護予防通所リハビリテーションの事

業独自の運営基準等ですので御留意ください。当該部分については、指定介護予防通所リハビリテーション

事業の指定を受けている事業所のみ自主点検してください（介護予防通所リハビリテーションの利用者がい

ない場合でも、自主点検をしていただくものですが、利用者がいないため該当する項目がないなどの場合に

は上の（５）に従って記入してください。）。

「根拠法令」の欄は、次を参照してください。

・「法」 介護保険法（平成9年法律第123号）

・「施行規則」 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

・「平12老企54」 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて

（平成12年3月30日老企第54号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知）

・「平11厚令37」 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成11年3月31日厚生省令第37号）

・「平11老企25」 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

（平成11年9月17日老企第25号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知）

・「平12厚告19」 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成12年2月10日厚生告示第19号）

・「平12老企36」 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成12年3月1日老企第36号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知）

・「平12厚告23」 厚生労働大臣が定める者等（平成12年2月10日厚生告示第23号）

・「平12厚告25」 厚生労働大臣が定める基準（平成12年2月10日厚生告示第25号）

・「平12厚告26」 厚生労働大臣が定める施設基準（平成12年2月10日厚生告示第26号）

・「平12厚告27」 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の基準並びに通所介護費

等の算定方法（平成12年2月10日厚生告示第27号）

・「平18厚労令35」 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成18年3月14日厚生労働省令第35号）

・「平18厚労告127」 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成18年3月14日厚生労働省告示第127号）

・「平18-0317001号」 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について平成18年3月17日老計発・老振発・老老発第0317001号

厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知）
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

第第第第１１１１ 基本方針基本方針基本方針基本方針

１ 通所リハビリテ 通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合に 法第73条第1項

ーション事業の基 おいても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有す 平11厚令37

本方針 る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療 第110条

法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより

利用者の心身の機能の維持回復を図るものとなっていますか。

いる ・ いない

２２２２ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リリリリ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションの事業事業事業事業はははは、、、、そのそのそのその利用者利用者利用者利用者がががが可能 法第115条可能 法第115条可能 法第115条可能 法第115条の4の4の4の4

ハビリテーション なハビリテーション なハビリテーション なハビリテーション な限限限限りそのりそのりそのりその居宅居宅居宅居宅においてにおいてにおいてにおいて、、、、自立自立自立自立したしたしたした日常生活日常生活日常生活日常生活をををを営営営営むことができるむことができるむことができるむことができる 第1項第1項第1項第1項

事業事業事業事業のののの基本方針基本方針基本方針基本方針 ようようようよう、、、、理学療法理学療法理学療法理学療法、、、、作業療法作業療法作業療法作業療法、、、、そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なリハビリテーションをなリハビリテーションをなリハビリテーションをなリハビリテーションを

行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより、、、、利用者利用者利用者利用者のののの心身機能心身機能心身機能心身機能のののの維持回復維持回復維持回復維持回復をををを図図図図りりりり、、、、もってもってもってもって利 平18厚労令35利 平18厚労令35利 平18厚労令35利 平18厚労令35

用者用者用者用者のののの生活機能生活機能生活機能生活機能のののの維持又維持又維持又維持又はははは向上向上向上向上をををを目指目指目指目指すものとなっていますかすものとなっていますかすものとなっていますかすものとなっていますか。。。。 第116条第116条第116条第116条

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

第第第第２２２２ 人員人員人員人員にににに関関関関するするするする基準基準基準基準

１ 通所リハビリテ 通所リハビリテーション事業所ごとに置くべき通所リハビリテ 平11厚令37

ーション事業所 ーション従業者の員数は次のとおりです。 第111条第1項

【【【【診療所診療所診療所診療所をををを除除除除くくくく】】】】 第1号

(1) 医師 ① 通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１人

以上の数になっていますか。

いる ・ いない

② 医師は常勤ですか。 平11厚令37

いる ・ いない 第111条第3項

※ 通所リハビリテーションを行う介護老人保健施設であって、 平11老企25

病院又は診療所（医師については介護老人保健施設の人員基準 第3の7の1の(1)

を満たす余力がある場合に限る。）と併設されているものにつ ①

いては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えあ

りません。

(2) 理学療法士、 ① 通所リハビリテーションの単位の利用者の数が、10人以下の場 平11厚令37

作業療法士若しくは 合は、その提供時間帯を通じて専ら当該通所リハビリテーション 第111条第1項

言語聴覚士又は の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は 第2号イ

看護職員若しくは 看護師若しくは准看護師若しくは介護職員（以下「従業者」とい

介護職員 う。）が１人以上確保されていますか。

いる ・ いない

② 通所リハビリテーションの単位の利用者の数が10人を超える場 平11厚令37

合は、提供時間を通じて専ら当該通所リハビリテーションの提供 第111条第1項

に当たる従業者が利用者の数を10で除した数以上確保されていま 第2号イ

すか。

いる ・ いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

(2) 理学療法士、

作業療法士若しくは ※ 単位とは、利用者（当該通所リハビリテーション事業者が介 平11厚令37

言語聴覚士又は 護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、か 第111条第1項

看護職員若しくは つ、通所リハビリテーションの事業と介護予防通所リハビリテ 第2号イ

介護職員 ーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事業所における通所リハビリテーシ

ョン又は介護予防通所リハビリテーションの利用者。）に対し

て一体的に行われるものをいいます。

③ 上記①及び②に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提 平11厚令37

供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が 第111条第1項

100人又はその端数を増すごとに１人以上確保されていますか。 第2号ロ

いる ・ いない

※ 専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療 平11老企25

法士又は言語聴覚士が、利用者が100人又はその端数を増すご 第3の7の1(1)の

とに１以上確保するとは、指定リハビリテーションのうち、リ ②ハ

ハビリテーションを提供する時間帯に、当該職種の従事者が常

に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものであり、所

要時間１時間から２時間の通所リハビリテーションを行う場合

であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護

師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーション

を提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテ

ーションの提供に当たる理学療法士等として計算することがで

きます。

※ 従業者１人が１日に行うことができる指定通所リハビリテー 平11老企25

ションは２単位までとすること。 第3の7の1(1)の

ただし、１時間から２時間までの指定通所リハビリテーショ ②へ

ンについては０．５単位として扱います。

２ 診療所 通所リハビリテーション事業所が診療所である場合の通所リハ 平11厚令37

【【【【基準第111条第1項基準第111条第1項基準第111条第1項基準第111条第1項 ビリテーション従業者の員数は、次のとおりです。 第111条第2項

のののの規定規定規定規定がががが適用適用適用適用されされされされ

るものをるものをるものをるものを除除除除くくくく。。。。】】】】 ① 利用者の数が同時に10人を超える場合にあっては、専任の常勤 平11老企25

(1) 医師 医師が１人勤務していますか。 第3の7の1(2)①

いる ・ いない イ

② 利用者の数が同時に10人以下の場合にあっては、次のとおりで 平11老企25

す。 第3の7の1(2)①

専任の医師が１人勤務していますか。 ロ

いる ・ いない

利用者数は、専任の医師１人に対し１日48人以内となっていま

すか。

いる ・ いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

(2) 理学療法士、 ① 通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下 平11厚令37

作業療法士若しくは の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該通所リハビリテーション 第111条第2項

言語聴覚士又は の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は 第1号

看護職員若しくは 看護師若しくは准看護師若しくは介護職員が１人以上確保されて

介護職員 いますか。

いる ・ いない

② 通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人を超 平11厚令37

える場合は、提供時間を通じて専ら当該通所リハビリテーション 第111条第2項

の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は 第2号

看護師若しくは准看護師若しくは介護職員が利用者の数を10で除

した数以上確保されていますか。

いる ・ いない

③ 上記①及び②に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提 平11老企25

供に当たる理学療法士、作業療法士又は通所リハビリテーション 第3の7の1(2)②

若しくはこれに類するサービスに１年以上従事した経験を有する ハ

看護師が、常勤換算方法で、０．１人以上確保されていますか。

いる ・ いない

※ 専従する従業者のうち、所要時間１時間から２時間の通所リ

ハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を

修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサ

ージ師がリハビリテーシを提供する場合は、これらの者を当該

単位におけるリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等

として計算することができます。

※ 従業者１人が１日に行うことができる指定通所リハビリテー 平11老企25

ションは２単位までとすること。 第3の7の1(2)②

ただし、１時間から２時間までの指定通所リハビリテーショ へ

ンについては０．５単位として扱います。

３３３３ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リリリリ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業者事業者事業者事業者がががが通所通所通所通所リハビリテーシリハビリテーシリハビリテーシリハビリテーシ 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

ハビリテーション ョンハビリテーション ョンハビリテーション ョンハビリテーション ョン事業者事業者事業者事業者のののの指定指定指定指定をををを併併併併せてせてせてせて受受受受けけけけ、、、、かつかつかつかつ、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテ 第117条第4項第117条第4項第117条第4項第117条第4項

事業事業事業事業のののの人員基準人員基準人員基準人員基準 ーションのーションのーションのーションの事業事業事業事業とととと通所通所通所通所リハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションの事業事業事業事業とがとがとがとが同一同一同一同一のののの事業事業事業事業

所所所所においてにおいてにおいてにおいて一体的一体的一体的一体的にににに運営運営運営運営されているされているされているされている場合場合場合場合についてはについてはについてはについては、、、、通所介護通所介護通所介護通所介護リリリリ

ハビリテーションハビリテーションハビリテーションハビリテーション事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおける従業者従業者従業者従業者のののの員数員数員数員数のののの基準基準基準基準をををを満満満満たすことたすことたすことたすこと

をもってをもってをもってをもって、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおける当該基当該基当該基当該基

準準準準をををを満満満満たしているものとみなすことができますたしているものとみなすことができますたしているものとみなすことができますたしているものとみなすことができます。。。。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

第第第第３３３３ 設備設備設備設備にににに関関関関するするするする基準基準基準基準

１ 通所リハビリテ ① 事業所は、通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の 平11厚令37

ーション事業所の 部屋等で、３平方メートルに利用定員（当該通所リハビリテーシ 第112条第1項

設置基準 ョン事業所において同時に通所リハビリテーションの提供を受け

ることができる利用者の数の上限をいう。）を乗じた面積以上の

ものを有していますか。

いる ・ いない

※ ただし、事業所が介護老人保健施設である場合にあっては、

当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂（リ

ハビリテーションに供用されるものに限る。）の面積を加える

ものとします。

※ 事業所ごとに備える設備については、専ら当該事業の用に供 平11老企25

するものでなければならないこととされていますが、病院、診 第3の7の2(1)

療所、介護老人保健施設が互いに併設される場合（同一敷地内

にある場合、又は公道を挟んで隣接している場合をいう。）で

あって、そのうちの複数の施設において、通所リハビリテーシ

ョン事業を行う場合には、以下の条件に適合するときは、それ

ぞれの通所リハビリテーションを行うためのスペースが同一の

部屋等であっても差し支えありません。

ア 当該部屋等において、それぞれの通所リハビリテーショ

ンを行うためのスペースが明確に区分されていること

イ それぞれの通所リハビリテーションを行うためのスペー

スが、次に掲げる面積要件を満たしていること

３平方メートルに利用定員を乗じた面積以上であるものを有

すること。ただし、介護老人保健施設の場合は、当該専用の部

屋等の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビリテーシ

ョンに共用されているものに限る。）の面積を加えるものとす

る。

※ 通所リハビリテーション事業所と併設の関係にある特別養護 準用（平11老企

老人ホーム、社会福祉施設等における通所リハビリテーション 25第3の6の2

事業所を行うスペースについては、以下の条件に適合するとき (2)）

は、これらが同一の部屋等であっても差し支えありません。

① 当該部屋等において、特別養護老人ホーム等の機能訓練室

等と通所リハビリテーションを行うためのスペースが明確に

区分されていると。

② 特別養護老人ホーム等の機能訓練室等として使用される区

分が、当該設備基準を満たし、かつ、通所リハビリテーショ

ンを行うためのスペースとして使用される区分が、通所リハ

ビリテーションの設備基準を満たすこと。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

１ 通所リハビリテ ③ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所リハ 平11厚令37

ーション事業所の ビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えて 第112条第2項

設置基準 いますか。
いる ・ いない

※ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法 平11老企25

その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備 第3の6の2(3)

を確実に設置しなければなりません。

２２２２ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リリリリ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業者事業者事業者事業者がががが通所通所通所通所リハビリテーシリハビリテーシリハビリテーシリハビリテーシ 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

ハビリテーション ョンハビリテーション ョンハビリテーション ョンハビリテーション ョン事業者事業者事業者事業者のののの指定指定指定指定をををを併併併併せてせてせてせて受受受受けけけけ、、、、かつかつかつかつ、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテ 第118条第3項第118条第3項第118条第3項第118条第3項

事業事業事業事業のののの設備基準設備基準設備基準設備基準 ーションのーションのーションのーションの事業事業事業事業とととと通所通所通所通所リハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションの事業事業事業事業とがとがとがとが同一同一同一同一のののの事業事業事業事業

所所所所においてにおいてにおいてにおいて一体的一体的一体的一体的にににに運営運営運営運営されているされているされているされている場合場合場合場合についてはについてはについてはについては、、、、通所通所通所通所リハビリハビリハビリハビ

リテーションリテーションリテーションリテーション事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおける設備及設備及設備及設備及びびびび備品等備品等備品等備品等のののの基準基準基準基準（（（（上記上記上記上記の①からの①からの①からの①から

③を③を③を③を満満満満たすことをもってたすことをもってたすことをもってたすことをもって、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業事業事業事業

におけるにおけるにおけるにおける当該基準当該基準当該基準当該基準をををを満満満満たしているものとみなすことができますたしているものとみなすことができますたしているものとみなすことができますたしているものとみなすことができます。。。。

第第第第４４４４ 運営運営運営運営にににに関関関関するするするする基準基準基準基準

１ 内容及び手続の ① サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその 平11厚令37

説明及び同意 家族に対し、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる 第119条

重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書 準用（第8条）

を交付して懇切丁寧に説明を行い、サービス提供の開始について

利用申込者の同意を得ていますか。
いる ・ いない

※ サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書 準用（平11老企

の内容は、以下の項目等です。 25第3の1の3

ア 運営規程の概要 (1)）

イ 通所リハビリテーション従業者の勤務体制

ウ 事故発生時の対応

エ 苦情処理の体制 等

※ 同意は、利用者及び通所リハビリテーション事業者双方の保

護の立場から書面によって確認することが望ましいです。

２ 提供拒否の禁止 正当な理由なくサービスの提供を拒んでいませんか。 平11厚令37

いない ・ いる 第119条

※ 要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否するこ 準用（第9条）

とはできません。 準用（平11老企

25第3の1の3

※ サービスの提供を拒むことのできる正当な理由がある場合と (2)）

は、次の場合です。

ア 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合

イ 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地

域外である場合

ウ その他利用申込者に対し、自ら適切な通所介護を提供す

ることが困難な場合
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

３ サービス提供困 通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切 平11厚令37

難時の対応 な通所リハビリテーションを提供することが困難であると認めた 第119条

場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適 準用（第10条）

当な他の通所リハビリテーション事業者等の紹介、その他の必要

な措置を速やかに講じていますか。

いる ・ いない

４ 受給資格等の確 ① サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保 平11厚令37

認 険者証によって利用申込者の被保険者資格、要介護認定等の有無 第119条

及び有効期間の確認を行っていますか。 準用（第11条）

いる ・ いない

② 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、その意

見に配慮してサービスを提供するよう努めていますか。

いる ・ いない

５ 要介護認定の申 ① 要介護認定の申請が行われていない場合は、利用申込者の意思 平11厚令37

請に係る援助 を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行っ 第119条

ていますか。 準用（第12条）

いる ・ いない

② 要介護認定の更新の申請が、遅くとも有効期間が終了する30日

前にはなされるよう、必要な援助を行っていますか。

いる ・ いない

６ 心身の状況等の サービスの提供に当たっては、サービス担当者会議等を通じて、 平11厚令37

把握 利用者の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療 第119条

サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めていますか。 準用（第13条）

いる ・ いない

７ 居宅介護支援事 ① サービスの提供に当たっては、居宅介護支援事業者、その他の 平11厚令37

業者等との連携 サービスを提供する者との密接な連携に努めていますか。 第119条

いる ・ いない 準用（第64条）

② サービス提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して

適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者

に対する情報提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めていますか。

いる ・ いない

８ 法定代理受領サ サービスの提供に際し、利用申込者が介護保険法施行規則第64 平11厚令37

ービスの提供を受 条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその 第119条

けるための援助 家族に居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する 準用（第15条）

旨を市町村に届け出ること等により、サービスの提供を法定代理

受領サービスとして受けることができる旨を説明していますか。

また、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他

の法定代理受領サービスを受けるために必要な援助を行っていま

すか。

いる ・ いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

９ 居宅サービス計 居宅サービス計画が作成されている場合、その計画に沿ったサ 平11厚令37

画に沿ったサービ ービスを提供していますか。 第119条

スの提供 いる ・ いない 準用（第16条）

10 居宅サービス計 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用 平11厚令37

画等の変更の援助 者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行っ 第119条

ていますか。 準用（第17条）

いる ・ いない

11 サービスの提供 ① サービスを提供した際には、利用者及びサービス事業者がその 平11厚令37

の記録 時点での支給限度額の残額やサービス利用状況を把握できるよう 第119条

にするため、必要な事項を利用者の居宅サービス計画を記載した 準用（第19条

書面（サービス利用票等）に記載していますか。 第1項）

いる ・ いない

※ 記載すべき事項とは、次に掲げるものが考えられます。 準用（平11老企

ア サービスの提供日 25第3の1の3(9)

イ 内容 ①）

ウ 保険給付の額

エ その他必要な事項

② サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容 平11厚令37

等を記録するとともに、利用者からの申し出があった場合には、 第119条

文書の交付その他適切な方法により、①の情報を利用者に対して 準用（第19条

提供していますか。 第2項）

いる ・ いない

12 利用料等の受領 ① 法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、 平11厚令37

その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る居宅介 第119条

護サービス費用基準額から当該事業者に支払われる居宅介護サー 準用（第96条

ビス費の額を控除して得た額の支払を受けていますか。 第1項）

いる ・ いない

※ 法定代理受領サービスとして提供されるサービスについての 準用（平11老企

利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の１割（法の 25第3の1の3

規定の適用により保険給付の率が９割でない場合については、 (10)①）

それに応じた割合）の支払を受けなければならないことを規定

したものです。

② 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にそ 平11厚令37

の利用者から支払を受ける利用料の額と当該サービスに係る居宅 第119条

介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないよう 準用(第96条

にしていますか。 第2項)

いない ・ いる

※ 一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設け 準用（平11老企

てはいけません。 25第3の1の3

(10)②）



- 8 -

自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

12 利用料等の受領 ③ 上記①、②の支払を受ける額のほか、次の掲げる費用の額の支 平11厚令37

払を利用者から受けることができますが、その受領は適切に行っ 第119条

ていますか。 準用（第96条

いる ・ いない 第3項）

ア 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域に 準用（平11老企

居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 25第3の6の3

イ 通常要する時間を超える通所リハビリテーションであって (1)②）

利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲

内において、通常の通所リハビリテーションに係る居宅介護

サービス費用基準額を超える費用

ウ 食事の提供に要する費用

エ おむつ代

オ ア～エに掲げるもののほか、通所リハビリテーションの提

供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常

必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させ

ることが適当と認められる費用

※ 上記イについては、介護予防通所リハビリテーションでは

受けることができません。

準用（平11老企

※ 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されない 25第3の6の3

あいまいな名目による費用の徴収は認められません。 (1)②）

④ 上記③の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらか 平11厚令37

じめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用 第119条

について説明を行い、利用者の同意を得ていますか。 準用（第96条

いる ・ いない 第5項）

⑤ サービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、 法第41条8項

当該支払をした利用者に対し、領収証を交付していますか。

いる ・ いない

⑥ 上記⑤の領収証に、サービスについて利用者から支払を受けた 施行規則第65条

費用の額のうち、法第41条第４項第１号に規定する厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該通所リ

ハビリテーションに要した費用の額を超えるときは、当該現に通

所リハビリテーションに要した費用の額とする。）及びその他の

費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、

それぞれ個別の費用ごとに区分して記載していますか。

いる ・ いない

13 保険給付の請求 法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支 平11厚令37

のための証明書の 払を受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必 第119条

交付 要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交 準用（第21条）

付していますか。
いる ・ いない

14 通所リハビリテ ① 通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化 平11厚令37

ーションの基本取 の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行っていますか。 第113条

扱方針 いる ・ いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

② 事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常に 平11厚令37

その改善を図っていますか。 第113条

いる ・ いない

15 通所リハビリテ ① サービスの提供に当たっては、医師の指示及び通所リハビリテ 平11厚令37

ーションの具体的 ーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、 第114条第1項

取扱方針 日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行っていますか。 第1号

いる ・ いない

※ 通所リハビリテーションは、個々の利用者に応じて作成され 平11老企25

た通所リハビリテーション計画に基づいて行われるものです 第3の7の3(1)①

が、グループごとにサービス提供が行われることを妨げるもの

ではありません。

② 従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと 平11厚令37

を旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観 第114条第1項

点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指 第2号

導又は説明を行っていますか。

いる ・ いない

③ サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況 平11厚令37

及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適 第114条第3号

切なサービスを提供していますか。

いる ・ いない

※ 特に、認知症の状態にある要介護者に対しては、必要に応じ、

その特性に対応したサービスが提供できる体制を整えてください。

※ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグルー

プとして、通所リハビリテーションを提供することが困難な場 平11老企25

合には、必要に応じグループを分けて対応してください。 第3の7の3(1)⑥

16 通所リハビリテ ① 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら通所リハビリテー 平11厚令37

ーション計画の作 ションの提供に当たる従業者（以下「医師等の従業者」という。） 第115条第1項

成 は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

リハビテーションの目標、その目標を達成するための具体的なサ

ービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成し

ていますか。

いる ・ いない

※ 通所リハビリテーション計画は、医師の診察内容及び運動機 平11老企25

能検査等の結果を基に、通所リハビリテーションの提供に関わ 第3の7の3(1)②

る従業者が共同して個々の利用者ごとに作成してください。

② 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成 平11厚令37

されている場合は、当該計画の内容に沿って作成していますか。 第115条第2項

いる ・ いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

16 通所リハビリテ ※ 通所リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計画が作 平11老企25

ーション計画の作 成された場合は、当該通所リハビリテーション計画が居宅サービ 第3の7の3(1)④

成 スに沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更してください。

③ 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当

たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、 平11厚令37

利用者の同意を得ていますか。また、当該通所リハビリテーショ 第115条第3項、

ン計画を利用者に交付していますか。 第4項

いる ・ いない

※ 通所リハビリテーション計画の目標及び内容については、利

用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価につ 平11老企25

いても説明を行ってください。 第3の7の3(1)③

④ 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、

通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びそ 平11厚令37

の評価を診療記録に記載していますか。 第115条第5項

いる ・ いない

※ 通所リハビリテーションをより効果的に実施するため、支援

相談員や医療ソーシャルワーカー等の協力を得て実施すること 平11老企25

が望ましいです。 第3の7の3(1)⑦

17 利用者に関する 利用者が、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を 平11厚令37

市町村への通知 付してその旨を市町村に通知していますか。 第119条

いる ・ いない 準用（第26条）

ア 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないこ

とにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。

イ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受け

ようとしたとき。

18 緊急時等の対応 現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が 平11厚令37

生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡 第119条

を行う等の必要な措置を講じていますか。 準用（第27条）

いる ・ いない

19 管理者等の責務 ① 管理者は、医師、理学療法士、作業療法士又は専ら通所リハビ 平11厚令37

リテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必 第116条第1項

要な管理の代行をさせることができますが、この場合、組織図等 平11老企25

により、指揮命令系統を明確にしていますか。 第3の7の3(2)

いる ・ いない

② 管理者又は①の管理を代行する者は、通所リハビリテーション 平11厚令37

事業所の従業者に、「運営に関する基準（平11厚令37）」を遵守さ 第116条第2項

せるために必要な指揮命令を行っていますか。

いる ・ いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

20 運営規程 次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下、 平11厚令37

「運営規程」という。）を定めていますか。 第117条

いる ・ いない

※ 運営規程には、次の事項を定めるものとします。

ア 事業の目的及び運営方針

イ 従業者の職種、員数及び職務内容

ウ 営業日及び営業時間

エ 通所リハビリテーションの利用定員

オ 通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

カ 通常の事業の実施地域

キ サービス利用に当たっての留意事項

ク 非常災害対策

ケ その他運営に関する重要事項

※ ウの「営業日及び営業時間」には、通常の提供時間帯の他に 準用（平11老企

延長サービスを行う事業所にあっては、当該延長サービスを行 25第3の6の3(4)

う時間を併せて明記してください。 ①）

※ エの「利用定員」とは、同時に通所リハビリテーションを受 準用（平11老企

けることができる利用者数の上限をいいます。 25第3の6の3(4)

②）

※ オの「通所リハビリテーションの内容」については、入浴、 準用（平11老企

食事の有無等のサービスの内容を指します。 25第3の1の3(17)

「利用料」には、法定代理受領サービスである通所リハビリテ ②）

ーションに係る利用料（１割負担）及び法定代理受領サービス

でない通所リハビリテーションの利用料を、「その他の費用の

額」としては、徴収が認められている交通費の額及び必要に応

じてその他のサービスに係る費用の額を規定します。

※ カの「通常の事業の実施地域」は、客観的にその区域が特定 準用（平11老企

されるものとします。なお、通常の事業の実施地域を越えてサ 25第3の1の3(17)

ービスの提供を行うこともできます。 ③）

※ キの「サービス利用に当たっての留意事項」は、利用者がサ 準用（平11老企

ービスの提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項（機能 25第3の6の3(4)

訓練室を利用する際の注意事項等）を指します。 ③）

※ クの「非常災害対策」は、次の「24 非常災害に関する具体 準用（平11老企

的計画」を指します。 25第3の6の3(4)

⑤）

21 勤務体制の確保 ① 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、 平11厚令37

等 事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めていますか。 第119条

いる ・ いない 準用（第101条

第1項）

※ 原則として月ごとの勤務表を作成し、通所リハビリテーショ 準用（平11厚令

ン従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の理学療 25第3の6の3(5)

法士、作業療法士、経験看護師等、看護職員及び介護職員の配 ①）

置、管理者との兼務関係等を勤務表上明確にしてください。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

21 勤務体制の確保 ② 当該事業所の従業者によってサービスを提供していますか。 平11厚令37

等 いる ・ いない 第119条

準用（第101条

※ 当該事業所の従業者とは、雇用契約その他の契約により、当 第2項）

該事業所の管理者の指揮命令下にある従業者を指すものとしま

す。

※ 調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務に 準用（平11厚令

ついては、第三者への委託等を行うことが可能です。 37第3の6の3(5)

②）

③ 従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しています 平11厚令37

か。 第119条

いる ・ いない 準用（第101条

第3項）

※ 研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の

機会を計画的に確保してください。

④ 職員のキャリア・パスに配慮した研修の機会の提供や受講支援 介護職員処遇改

を行っていますか。 善交付金交付要

いる ・ いない 綱等

・ 非該当（交付金を受けていない場合）

※ キャリア・パスとは、職員が将来展望を持って働き続けるこ

とができるよう、能力・資格・経験等に応じた適切な処遇を図

ることをいいます。

22 定員の遵守 利用定員を超えてサービスの提供を行っていませんか（ただし、 平11厚令37

災害その他のやむを得ない事情がある場合には、この限りではあり 第119条

ません。） 準用（第102条）

いない ・ いる

23 非常災害対策 ① 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ 平11厚令37

の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知す 第119条

るとともに定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っています 準用（第103条）

か。

いる ・ いない

※ 非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通 準用（平11老企

報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全 25第3の6の3

を期さなければなりません。 (6)）

※「関係機関への通報及び連携体制の整備」とは、火災等の災害

時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業

員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連

携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるよう

な体制づくりを求めることとしたものです。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

23 非常災害対策

※「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条 準用（平11老企

に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む）及び風水害、 25第3の6の3(6)

地震等の災害に対処するための計画をいいます。

※ 消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法

第8条の規定により防火管理者に行わせ、防火管理者を置かな

くてもよいとされている事業所においては、防火管理について

責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等を行わ

せるものとします。

24 衛生管理等 ① 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水 平11厚令37

について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる 第118条第1項

とともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行っていますか。

いる ・ いない

※ 医薬品の管理については、当該通所リハビリテーション事業所の 平11老企25

実情に応じ、地域の薬局の薬剤師の協力を得て行うことも考えられます。 第3の7の3(4)③

② 当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように 平11厚令37

必要な措置を講ずるよう努めていますか。 第118条第2項

いる ・ いない

※ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について必 平11老企25

要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携 第3の7の3(4)

を保ってください。 ①

※ 特にインフルエンザ対策等、腸管出血性大腸菌感染症対策、 平11老企25

レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止す 第3の7の3(4)

るための措置について、別途通知等が発出されているので、こ ②

れに基づき、適切な措置を講じてください。

平11老企25

※ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めてください。 第3の7の3(4)

④

25 掲示 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、通所リハビリテー 平11厚令37

ション従業者の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの重 第119条

要事項を掲示していますか。 準用（第32条）

いる ・ いない

※ 利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

とは、運営規程の概要、通所リハビリテーション従業者の勤務

の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等をいいます。

26 秘密保持等 ① 従業者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びそ 平11厚令37

の家族の秘密を漏らさぬよう対策を講じていますか。 第119条

いる ・ いない 準用（第33条

第1項）
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

26 秘密保持等 平11厚令37

※ 秘密を保持すべき旨を就業規則に規定したり、誓約書等をと 第119条

るなどの措置を講じてください。 準用（第33条

第1項）

② 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た 平11厚令37

利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置 第119条

を講じていますか。 準用（第33条

いる ・ いない 第2項）

※ 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき 準用（平11老企

旨を従業者との雇用契約時に取り決め、例えば違約金について 25第3の1の3

定める等の措置を講じてください。 (21)②）

③ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場 第119条

合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当 準用（第33条

該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていますか。 第3項）

いる ・ いない

※ この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から 準用（平11老企

包括的な同意を得ておくことで足りるものです。 25第3の1の3

(21)③）

④ 「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者 個人情報の保護に

における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づ 関する法律(平15

き、利用者及びその家族の個人情報を適切に取り扱っていますか。 年法律第57号)

いる ・ いない 医療・介護関係事

業者における個人

※ 個人情報については、安全管理の観点（第三者の目につかな 情報の適切な取扱

いようにする等）から、鍵のかかるロッカー・キャビネット等 いのためのガイド

への保管が望ましいです。 ライン（平16.12.

24厚労省）

「個人情報の保護に関する法律」の概要

ア 利用目的をできる限り特定し、その利用目的の達成に必要な範囲内で

個人情報を取り扱うこと

イ 個人情報は適正な方法で取得し、取得時に本人に対して利用目的の通

知又は公表をすること

ウ 個人データについては、正確かつ最新の内容に保つように努め、安全

管理措置を講じ、従業者及び委託先を監督すること

エ あらかじめ本人の同意を得なければ、第三者に個人データを提供して

はならないこと

オ 保有個人データについては、利用目的などを本人の知り得る状態に置

き、本人の求めに応じて開示・訂正・利用停止等を行うこと

カ 苦情の処理に努め、そのための体制の整備をすること

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラ

イン」より

医療・介護関係事業者は、個人情報を提供してサービスを受ける患者・

利用者から、その規模によらず良質かつ適切な医療・介護サービスの提供

のために最善の努力を行う必要があること等から、本ガイドラインにおい

ては、個人情報取扱事業者としての法令上の義務を負わない医療・介護事

業者にも本ガイドラインを遵守する努力を求めるものです。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

27 居宅介護支援事 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特 平11厚令37

業者に対する利益 定の事業者を利用させることの代償として、金品その他の財産上 第119条

供与の禁止 の利益を供与していませんか。 準用（第35条）

いない ・ いる

28 苦情処理 ① 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するた 平11厚令37

め、必要な措置を講じていますか。 第119条

いる ・ いない 準用（第36条

第1項）

※ 必要な措置とは、具体的には次のとおりです。

ア 苦情を受け付けるための窓口を設置する。 準用（平11老

イ 相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所におけ 企25第3の1の3

る苦情を処理するために講じる措置の概要について明らか (23)①）

にする。

ウ 利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文

書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載する。

エ 苦情に対する措置の概要について事業所に掲示する。

② 上記①の苦情を受け付けた場合には当該苦情の受付日、その内 平11厚令37

容を記録していますか。 第119条

いる ・ いない 準用（第36条

第2項）

※ 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であると 準用（平11老

の認識を立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向 企25第3の1の3

けた取組を自ら行ってください。 (23)②）

※ 記録の整備については、台帳等を作成し記録するとともに、

利用者個票等に個別の情報として記録することが望ましいです。

③ 市町村が行う文書その他の物件の提出又は提示の求め、又は市 平11厚令37

町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に 第119条

関して市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受 準用（第36条

けた場合においては、当該指導・助言に従って必要な改善を行っ 第3項）

ていますか。

いる ・ いない

平11厚令37

④ 市町村からの求めがあった場合には、上記③の改善の内容を市 第119条

町村に報告していますか。 準用（第36条

いる ・ いない 第4項）

⑤ 利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調 平11厚令37

査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、 第119条

当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。 準用（第36条

いる ・ いない 第5項）

⑥ 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、⑤の改 平11厚令37

善の内容を報告していますか。 第119条

いる ・ いない 準用（第36条

第6項）
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

29 事故発生時の対 ① 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、 平11厚令37

応 市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業 第119条

者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていますか。 準用（第37条

いる ・ いない 第1項）

準用（平11老企

※ 事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ定めて 25第3の1の3

おくことが望ましいです。 (24)①）

平11厚令37

② 上記①の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録 第119条

していますか。 準用（第37条

いる ・ いない 第2項）

③ 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生し 平11厚令37

た場合は、損害賠償を速やかに行っていますか。 第119条

いる ・ いない 準用（第37条

第3項）

※ 速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、 準用（平11老企

又は賠償資力を有することが望ましいです。 25第3の1の3

(24)②）

④ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対 準用（平11老企

策を講じていますか。 25第3の1の3

いる ・ いない (24)③）

30 会計の区分 ① 事業所ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計とその 平11厚令37

他の事業の会計を区分していますか。 第119条

いる ・ いない 準用（第38条）

② 具体的な会計処理の方法については、別に通知された「指定介 準用（平11老

護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて（平成12年 企25第3の1の3

3月10日・老計第8号」及び「介護保険の給付対象事業における会 (25)）

計について（平成13年3月28日・老振第18号）」を参考として適切

に行われていますか。

いる ・ いない

31 記録の整備 ① 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しています 平11厚令37

か。 第118条の2

いる ・ いない 第1項

② 利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備 平11厚令37

し、その完結の日から２年間保存していますか。 第118条の2

いる ・ いない 第2項

ア 通所リハビリテーション計画

イ 基準第19条第2項の規定を準用する提供した具体的なサー

ビスの内容等の記録

ウ 基準第26条の規定を準用する市町村への通知に係る記録

エ 基準第36条第2項の規定を準用する苦情の内容等の記録

オ 基準第37条第2項の規定を準用する事故の状況及び事故に
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

31 記録の整備 際して採った処置についての記録

※ 通所リハビリテーションに関する記録には診療記録が含まれ 平11老企25

ます。 第3の7の3(5)

第第第第４４４４（（（（予防予防予防予防）））） 介護予防介護予防介護予防介護予防のためののためののためののための効果的効果的効果的効果的なななな支援支援支援支援のののの方法方法方法方法にににに関関関関するするするする基準基準基準基準

１１１１ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リ ①リ ①リ ①リ ① 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションはリハビリテーションはリハビリテーションはリハビリテーションは、、、、利用者利用者利用者利用者のののの介護予防介護予防介護予防介護予防にににに資資資資すすすす 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

ハビリテーション るようハビリテーション るようハビリテーション るようハビリテーション るよう、、、、そのそのそのその目標目標目標目標をををを設定設定設定設定しししし、、、、計画的計画的計画的計画的にににに行行行行われていますかわれていますかわれていますかわれていますか。。。。 第124条第1項第124条第1項第124条第1項第124条第1項

のののの基本取扱方針基本取扱方針基本取扱方針基本取扱方針 いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

②②②② 自自自自らそのらそのらそのらその提供提供提供提供するするするする介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションの質質質質のののの評価 平18厚労令35評価 平18厚労令35評価 平18厚労令35評価 平18厚労令35

をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、主治主治主治主治のののの医師又医師又医師又医師又はははは歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師ともともともとも連携連携連携連携をををを図図図図りつつりつつりつつりつつ、、、、 第124条第2項第124条第2項第124条第2項第124条第2項

常常常常にそのにそのにそのにその改善改善改善改善をををを図図図図っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

※※※※ 提供提供提供提供されたされたされたされた介護予防介護予防介護予防介護予防サービスについてはサービスについてはサービスについてはサービスについては、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハリハリハリハ 平11老企25平11老企25平11老企25平11老企25

ビリテーションビリテーションビリテーションビリテーション計画計画計画計画にににに定定定定めるめるめるめる目標達成目標達成目標達成目標達成のののの度合度合度合度合いやいやいやいや利用者及利用者及利用者及利用者及びそびそびそびそ 第4第4第4第4の3の7(1)の3の7(1)の3の7(1)の3の7(1)

のののの家族家族家族家族のののの満足度等満足度等満足度等満足度等についてについてについてについて常常常常にににに評価評価評価評価をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、そのそのそのその改善改善改善改善をををを図図図図 ④④④④

ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

③③③③ 単単単単にににに利用者利用者利用者利用者のののの運動器運動器運動器運動器のののの機能機能機能機能のののの向上向上向上向上、、、、栄養状態栄養状態栄養状態栄養状態のののの改善改善改善改善、、、、口腔機能 平18厚労令35口腔機能 平18厚労令35口腔機能 平18厚労令35口腔機能 平18厚労令35

のののの向上等向上等向上等向上等のののの特定特定特定特定のののの心身機能心身機能心身機能心身機能にににに着目着目着目着目したしたしたした改善等改善等改善等改善等をををを目的目的目的目的とするものでとするものでとするものでとするもので 第124条第3項第124条第3項第124条第3項第124条第3項

はなくはなくはなくはなく、、、、当該心身機能当該心身機能当該心身機能当該心身機能のののの改善等改善等改善等改善等をををを通通通通じてじてじてじて、、、、利用者利用者利用者利用者ができるができるができるができる限限限限りりりり要要要要

介護状態介護状態介護状態介護状態とならないでとならないでとならないでとならないで自立自立自立自立したしたしたした日常生活日常生活日常生活日常生活をををを営営営営むことができるようむことができるようむことができるようむことができるよう

支援支援支援支援することをすることをすることをすることを目的目的目的目的とするものであることをとするものであることをとするものであることをとするものであることを常常常常にににに意識意識意識意識してサービしてサービしてサービしてサービ

スのスのスのスの提供提供提供提供にににに当当当当たっていますかたっていますかたっていますかたっていますか。。。。

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

※※※※ 介護予防介護予防介護予防介護予防とはとはとはとは、、、、単単単単にににに高齢者高齢者高齢者高齢者のののの運動機能運動機能運動機能運動機能やややや栄養改善栄養改善栄養改善栄養改善といったといったといったといった特 平11老企25特 平11老企25特 平11老企25特 平11老企25

定定定定のののの機能機能機能機能のののの改善改善改善改善だけをだけをだけをだけを目指目指目指目指すものではなくすものではなくすものではなくすものではなく、、、、これらのこれらのこれらのこれらの心身機能 第4心身機能 第4心身機能 第4心身機能 第4の3の7(1)①の3の7(1)①の3の7(1)①の3の7(1)①

のののの改善改善改善改善やややや環境調整等環境調整等環境調整等環境調整等をををを通通通通じてじてじてじて、、、、一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの高齢者高齢者高齢者高齢者ができるができるができるができる限限限限

りりりり要介護状態要介護状態要介護状態要介護状態にならないでにならないでにならないでにならないで自立自立自立自立したしたしたした日常生活日常生活日常生活日常生活をををを営営営営むことができむことができむことができむことができ

るようるようるようるよう支援支援支援支援することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としてとしてとしてとして行行行行われるものであることにわれるものであることにわれるものであることにわれるものであることに留留留留

意意意意しつつしつつしつつしつつ行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

④④④④ 利用者利用者利用者利用者がそのがそのがそのがその有有有有するするするする能力能力能力能力をををを最大限活用最大限活用最大限活用最大限活用することができるようなすることができるようなすることができるようなすることができるような 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

方法方法方法方法によるサービスのによるサービスのによるサービスのによるサービスの提供提供提供提供にににに努努努努めていますかめていますかめていますかめていますか。。。。 第124条第4項第124条第4項第124条第4項第124条第4項

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

※※※※ 利用者利用者利用者利用者ができないことをができないことをができないことをができないことを単単単単にににに補補補補うううう形形形形でのサービスでのサービスでのサービスでのサービス提供提供提供提供はははは、、、、かかかか 平11老企25平11老企25平11老企25平11老企25

えってえってえってえって利用者利用者利用者利用者のののの生活機能生活機能生活機能生活機能のののの低下低下低下低下をををを引引引引きききき起起起起こしこしこしこし、、、、サービスへのサービスへのサービスへのサービスへの依 第4依 第4依 第4依 第4の3の7(1)③の3の7(1)③の3の7(1)③の3の7(1)③

存存存存をををを生生生生みみみみ出出出出しているしているしているしている場合場合場合場合があるとのがあるとのがあるとのがあるとの指摘指摘指摘指摘をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、「「「「利用者利用者利用者利用者のののの

自立自立自立自立のののの可能性可能性可能性可能性をををを最大限引最大限引最大限引最大限引きききき出出出出すすすす支援支援支援支援をををを行行行行うううう」」」」ことをことをことをことを基本基本基本基本としてとしてとしてとして、、、、

利用者利用者利用者利用者のできるのできるのできるのできる能力能力能力能力をををを阻害阻害阻害阻害するようなするようなするようなするような不適切不適切不適切不適切なサービスなサービスなサービスなサービス提供提供提供提供をををを

しないようしないようしないようしないよう配慮配慮配慮配慮してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

１１１１ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リ ⑤リ ⑤リ ⑤リ ⑤ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションの提供提供提供提供にににに当当当当たりたりたりたり、、、、利用者利用者利用者利用者とのとのとのとの 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

ハビリテーション コミュニケーションをハビリテーション コミュニケーションをハビリテーション コミュニケーションをハビリテーション コミュニケーションを十分十分十分十分にににに図図図図ることそのることそのることそのることその他他他他のののの様様様様々々々々なななな方法方法方法方法によりによりによりにより 第124条第5項第124条第5項第124条第5項第124条第5項

のののの基本取扱方針 利用者基本取扱方針 利用者基本取扱方針 利用者基本取扱方針 利用者がががが主体的主体的主体的主体的にににに事業事業事業事業にににに参加参加参加参加するようするようするようするよう適切適切適切適切なななな働働働働きかけにきかけにきかけにきかけに努努努努めていめていめていめてい

ますかますかますかますか。。。。

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

平11老企25平11老企25平11老企25平11老企25

※※※※ 介護予防介護予防介護予防介護予防のののの十分十分十分十分なななな効果効果効果効果をををを高高高高めるめるめるめる観点観点観点観点からはからはからはからは、、、、利用者利用者利用者利用者のののの主体的 第4主体的 第4主体的 第4主体的 第4の3の7(1)②の3の7(1)②の3の7(1)②の3の7(1)②

なななな取組取組取組取組がががが不可欠不可欠不可欠不可欠であることからであることからであることからであることから、、、、サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、

利用者利用者利用者利用者のののの意欲意欲意欲意欲がががが高高高高まるようコミュニケーションのまるようコミュニケーションのまるようコミュニケーションのまるようコミュニケーションの取取取取りりりり方方方方をはじをはじをはじをはじ

めめめめ、、、、様様様様々々々々なななな工夫工夫工夫工夫をしてをしてをしてをして、、、、適切適切適切適切なななな働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを行行行行うよううよううよううよう努努努努めてくだめてくだめてくだめてくだ

さいさいさいさい。。。。

２２２２ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リ ①リ ①リ ①リ ① 主治主治主治主治のののの医師又医師又医師又医師又はははは歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師からのからのからのからの情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達やサービスやサービスやサービスやサービス担当者会議 平18厚労令35担当者会議 平18厚労令35担当者会議 平18厚労令35担当者会議 平18厚労令35

ハビリテーション をハビリテーション をハビリテーション をハビリテーション を通通通通じるじるじるじる等等等等のののの適切適切適切適切なななな方法方法方法方法によりによりによりにより、、、、利用者利用者利用者利用者のののの病状病状病状病状、、、、心身心身心身心身のののの状況状況状況状況、、、、そそそそ 第125条第1号第125条第1号第125条第1号第125条第1号

のののの具体的取扱方針具体的取扱方針具体的取扱方針具体的取扱方針 のののの置置置置かれているかれているかれているかれている環境等利用者環境等利用者環境等利用者環境等利用者のののの日常生活全般日常生活全般日常生活全般日常生活全般のののの的確的確的確的確なななな把握把握把握把握をををを行行行行っっっっ 平11老企25平11老企25平11老企25平11老企25

ていますかていますかていますかていますか。。。。 第4第4第4第4の3の7(2)①の3の7(2)①の3の7(2)①の3の7(2)①

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

②②②② 医師及医師及医師及医師及びびびび理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士、、、、作業療法士作業療法士作業療法士作業療法士そのそのそのその他専他専他専他専らららら介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハリハリハリハ 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

ビリテーションのビリテーションのビリテーションのビリテーションの提供提供提供提供にににに当当当当たるたるたるたる介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション 第125条第2号第125条第2号第125条第2号第125条第2号

従業者従業者従業者従業者（（（（以下以下以下以下「「「「医師等医師等医師等医師等のののの従業者従業者従業者従業者」」」」というというというという。。。。））））はははは、、、、診療又診療又診療又診療又はははは運動機 平11老企25運動機 平11老企25運動機 平11老企25運動機 平11老企25

能検査作業能力検査等能検査作業能力検査等能検査作業能力検査等能検査作業能力検査等をををを基基基基にににに、、、、共同共同共同共同してしてしてして、、、、利用者利用者利用者利用者のののの心身心身心身心身のののの状況状況状況状況、、、、 第4第4第4第4の3の7(2)①の3の7(2)①の3の7(2)①の3の7(2)①

希望及希望及希望及希望及びそのびそのびそのびその置置置置かれているかれているかれているかれている環境環境環境環境をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション

のののの目標目標目標目標、、、、当該目標当該目標当該目標当該目標をををを達成達成達成達成するためのするためのするためのするための具体的具体的具体的具体的なサービスのなサービスのなサービスのなサービスの内容内容内容内容、、、、ササササ

ービスのービスのービスのービスの提供提供提供提供をををを行行行行うううう期間等期間等期間等期間等をををを記載記載記載記載したしたしたした介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーリハビリテーリハビリテーリハビリテー

ションションションション計画計画計画計画をををを作成作成作成作成していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

③③③③ 医師等医師等医師等医師等のののの従業者従業者従業者従業者はははは、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション計画計画計画計画のののの作 平18厚労令35作 平18厚労令35作 平18厚労令35作 平18厚労令35

成成成成にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、既既既既にににに介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画がががが作成作成作成作成されているされているされているされている場 第125条第3号場 第125条第3号場 第125条第3号場 第125条第3号

合合合合はははは、、、、当該計画当該計画当該計画当該計画のののの内容内容内容内容にににに沿沿沿沿ってってってって作成作成作成作成していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

※※※※ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション計画計画計画計画のののの作成後作成後作成後作成後にににに介護予防介護予防介護予防介護予防ササササ 平11老企25平11老企25平11老企25平11老企25

ービスービスービスービス計画計画計画計画がががが作成作成作成作成されたされたされたされた場合場合場合場合はははは、、、、当該介護予防通所当該介護予防通所当該介護予防通所当該介護予防通所リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテ 第4第4第4第4の3の7(2)の3の7(2)の3の7(2)の3の7(2)

ーションーションーションーション計画計画計画計画がががが介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画にににに沿沿沿沿ったものであるかったものであるかったものであるかったものであるか確確確確 ②②②②

認認認認しししし、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて変更変更変更変更してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

④④④④ 医師等医師等医師等医師等のののの従業者従業者従業者従業者はははは、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション計画計画計画計画のののの作 平18厚労令35作 平18厚労令35作 平18厚労令35作 平18厚労令35

成成成成にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、そのそのそのその内容内容内容内容についてについてについてについて利用者又利用者又利用者又利用者又はそのはそのはそのはその家族家族家族家族にににに対対対対してしてしてして 第125条第4号第125条第4号第125条第4号第125条第4号、、、、

説明説明説明説明しししし、、、、利用者利用者利用者利用者のののの同意同意同意同意をををを得得得得ていますかていますかていますかていますか。。。。 第5号第5号第5号第5号

またまたまたまた、、、、当該介護予防当該介護予防当該介護予防当該介護予防リハ ビリテーションリハ ビリテーションリハ ビリテーションリハ ビリテーション計画計画計画計画をををを利用者利用者利用者利用者にににに交付交付交付交付

していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

⑤ サービスの⑤ サービスの⑤ サービスの⑤ サービスの提供提供提供提供にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーショリハビリテーショリハビリテーショリハビリテーショ 第125条第6号第125条第6号第125条第6号第125条第6号

ンンンン計画計画計画計画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、利用者利用者利用者利用者がががが日常生活日常生活日常生活日常生活をををを営営営営むのにむのにむのにむのに必要必要必要必要なななな支援支援支援支援をををを行行行行っっっっ 平11老企25平11老企25平11老企25平11老企25

ていますかていますかていますかていますか。。。。 いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない 第4第4第4第4の3の7(2)③の3の7(2)③の3の7(2)③の3の7(2)③
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２２２２ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リ ⑥ サービスのリ ⑥ サービスのリ ⑥ サービスのリ ⑥ サービスの提供提供提供提供にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、懇切丁寧懇切丁寧懇切丁寧懇切丁寧にににに行行行行うことをうことをうことをうことを旨旨旨旨としとしとしとし、、、、 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

ハビリテーションハビリテーションハビリテーションハビリテーション 利用者又利用者又利用者又利用者又はそのはそのはそのはその家族家族家族家族にににに対対対対しししし、、、、リハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションの観点観点観点観点からからからから療養 第125条第7号療養 第125条第7号療養 第125条第7号療養 第125条第7号

のののの具体的取扱方針 上必要具体的取扱方針 上必要具体的取扱方針 上必要具体的取扱方針 上必要とされるとされるとされるとされる事項事項事項事項についてについてについてについて、、、、理解理解理解理解しやすいようにしやすいようにしやすいようにしやすいように指導又指導又指導又指導又はははは説明 平11老企25説明 平11老企25説明 平11老企25説明 平11老企25

をををを行行行行っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。 第4第4第4第4の3の7(2)③の3の7(2)③の3の7(2)③の3の7(2)③

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

⑦ サービスの⑦ サービスの⑦ サービスの⑦ サービスの提供提供提供提供にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、介護技術介護技術介護技術介護技術のののの進歩進歩進歩進歩にににに対応対応対応対応しししし、、、、適切 平18厚労令35適切 平18厚労令35適切 平18厚労令35適切 平18厚労令35

なななな介護技術介護技術介護技術介護技術をもってサービスのをもってサービスのをもってサービスのをもってサービスの提供提供提供提供をををを行行行行っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。 第125条第8号第125条第8号第125条第8号第125条第8号

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない 平11老企25平11老企25平11老企25平11老企25

第4第4第4第4の3の7(2)④の3の7(2)④の3の7(2)④の3の7(2)④

※※※※ 常常常常にににに新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術をををを習得習得習得習得するするするする等等等等、、、、研鑽研鑽研鑽研鑽をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

⑧⑧⑧⑧ 医師等医師等医師等医師等のののの従業者従業者従業者従業者はははは、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション計画計画計画計画にににに基 平18厚労令35基 平18厚労令35基 平18厚労令35基 平18厚労令35

づくサービスのづくサービスのづくサービスのづくサービスの提供提供提供提供のののの開始時開始時開始時開始時からからからから、、、、少少少少なくとも１なくとも１なくとも１なくとも１月月月月に１に１に１に１回回回回はははは、、、、当 第125条第9号当 第125条第9号当 第125条第9号当 第125条第9号

該介護予防通所該介護予防通所該介護予防通所該介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション計画計画計画計画にににに係係係係るるるる利用者利用者利用者利用者のののの状態状態状態状態、、、、当当当当

該利用者該利用者該利用者該利用者にににに対対対対するサービスのするサービスのするサービスのするサービスの提供状況等提供状況等提供状況等提供状況等についてについてについてについて、、、、当該当該当該当該サービスサービスサービスサービス

のののの提供提供提供提供にににに係係係係るるるる介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画をををを作成作成作成作成したしたしたした介護予防支援事業介護予防支援事業介護予防支援事業介護予防支援事業

者者者者にににに報告報告報告報告するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、当該介護予防通所当該介護予防通所当該介護予防通所当該介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション計計計計

画画画画にににに記載記載記載記載したサービスのしたサービスのしたサービスのしたサービスの提供提供提供提供をををを行行行行うううう期間期間期間期間がががが終了終了終了終了するまでにするまでにするまでにするまでに、、、、少少少少なななな

くとも１くとも１くとも１くとも１回回回回はははは、、、、当該介護予防通所当該介護予防通所当該介護予防通所当該介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション計画計画計画計画のののの実施実施実施実施

状況状況状況状況のののの把握把握把握把握（（（（以下以下以下以下「「「「モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング」」」」というというというという。）。）。）。）をををを行行行行っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

⑨⑨⑨⑨ 医師等医師等医師等医師等のののの従業者従業者従業者従業者はははは、、、、モニタリングのモニタリングのモニタリングのモニタリングの結果結果結果結果をををを記録記録記録記録しししし、、、、当該記録当該記録当該記録当該記録をををを 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

当該当該当該当該サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供にににに係係係係るるるる介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画をををを作成作成作成作成したしたしたした介護 第125条第10号介護 第125条第10号介護 第125条第10号介護 第125条第10号

予防支援事業者予防支援事業者予防支援事業者予防支援事業者にににに報告報告報告報告していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

※※※※ 介護予防支援事業者介護予防支援事業者介護予防支援事業者介護予防支援事業者にににに対対対対するするするする実施状況等実施状況等実施状況等実施状況等のののの報告報告報告報告はははは、、、、サービスサービスサービスサービス 平11老企25平11老企25平11老企25平11老企25

がががが介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画にににに即即即即してしてしてして適切適切適切適切にににに提供提供提供提供されているかどうされているかどうされているかどうされているかどう 第4第4第4第4の3の7(2)⑤の3の7(2)⑤の3の7(2)⑤の3の7(2)⑤

かかかか、、、、またまたまたまた当該計画策定時当該計画策定時当該計画策定時当該計画策定時からからからから利用者利用者利用者利用者のののの状態等状態等状態等状態等がががが大大大大きくきくきくきく異異異異なってなってなってなって

いないかいないかいないかいないか等等等等をををを確認確認確認確認するためにするためにするためにするために毎月行毎月行毎月行毎月行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

⑩⑩⑩⑩ 医師等医師等医師等医師等のののの従業者従業者従業者従業者はははは、、、、モニタリングのモニタリングのモニタリングのモニタリングの結果結果結果結果をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

てててて介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション計画計画計画計画のののの変更変更変更変更をををを行行行行っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。 第125条第11号第125条第11号第125条第11号第125条第11号

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

※ モニタリングの※ モニタリングの※ モニタリングの※ モニタリングの結果結果結果結果によりによりによりにより、、、、解決解決解決解決すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題のののの変化変化変化変化がががが認認認認めらめらめらめら 平11老企25平11老企25平11老企25平11老企25

れるれるれるれる場合等場合等場合等場合等についてはについてはについてはについては、、、、担当担当担当担当するするするする介護予防支援事業者等介護予防支援事業者等介護予防支援事業者等介護予防支援事業者等ともともともとも相 第4相 第4相 第4相 第4の3の7(2)⑤の3の7(2)⑤の3の7(2)⑤の3の7(2)⑤

談談談談のののの上上上上、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて当該介護予防通所当該介護予防通所当該介護予防通所当該介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション計計計計

画画画画のののの変更変更変更変更をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

⑪ ①から⑨までの⑪ ①から⑨までの⑪ ①から⑨までの⑪ ①から⑨までの規定規定規定規定はははは、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション計画 平18厚労令35計画 平18厚労令35計画 平18厚労令35計画 平18厚労令35

のののの変更変更変更変更についてについてについてについて準用準用準用準用していますかしていますかしていますかしていますか。。。。 第125条第12号第125条第12号第125条第12号第125条第12号

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない
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３３３３ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リリリリ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションの提供提供提供提供にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、介護予 平18厚労令35介護予 平18厚労令35介護予 平18厚労令35介護予 平18厚労令35

ハビリテーションハビリテーションハビリテーションハビリテーション 防防防防のののの効果効果効果効果をををを最大限高最大限高最大限高最大限高めるめるめるめる観点観点観点観点からからからから、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項にににに留意留意留意留意しながしながしながしなが 第126条第126条第126条第126条

のののの提供提供提供提供にににに当当当当たって らたって らたって らたって ら行行行行っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。

のののの留意点留意点留意点留意点 いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

ア サービスのア サービスのア サービスのア サービスの提供提供提供提供にににに当当当当たりたりたりたり、、、、介護予防支援介護予防支援介護予防支援介護予防支援におけるアセスメにおけるアセスメにおけるアセスメにおけるアセスメ 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

ントにおいてントにおいてントにおいてントにおいて把握把握把握把握されたされたされたされた課題課題課題課題、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーシリハビリテーシリハビリテーシリハビリテーシ 第126条第1号第126条第1号第126条第1号第126条第1号

ョンのョンのョンのョンの提供提供提供提供によるによるによるによる当該課題当該課題当該課題当該課題にににに係係係係るるるる改善状況等改善状況等改善状況等改善状況等をををを踏踏踏踏まえつつまえつつまえつつまえつつ、、、、

効率的効率的効率的効率的かつかつかつかつ柔軟柔軟柔軟柔軟なサービスのなサービスのなサービスのなサービスの提供提供提供提供にににに努努努努めることめることめることめること。。。。

イイイイ 運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上サービスサービスサービスサービス、、、、栄養改善栄養改善栄養改善栄養改善サービスサービスサービスサービス又又又又はははは口腔機能 平18厚労令35口腔機能 平18厚労令35口腔機能 平18厚労令35口腔機能 平18厚労令35

向上向上向上向上サービスをサービスをサービスをサービスを提供提供提供提供するにするにするにするに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、国内外国内外国内外国内外のののの文献等文献等文献等文献等におにおにおにお 第126条第2号第126条第2号第126条第2号第126条第2号

いていていていて有効性有効性有効性有効性がががが確認確認確認確認されているされているされているされている等等等等のののの適切適切適切適切なものとすることなものとすることなものとすることなものとすること。。。。

ウ サービスのウ サービスのウ サービスのウ サービスの提供提供提供提供にににに当当当当たりたりたりたり、、、、利用者利用者利用者利用者がががが虚弱虚弱虚弱虚弱なななな高齢者高齢者高齢者高齢者であるこであるこであるこであるこ 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

とにとにとにとに十分十分十分十分にににに配慮配慮配慮配慮しししし、、、、利用者利用者利用者利用者にににに危険危険危険危険がががが伴伴伴伴うようなうようなうようなうような強強強強いいいい負荷負荷負荷負荷をををを伴 第126条第3号伴 第126条第3号伴 第126条第3号伴 第126条第3号

うサービスのうサービスのうサービスのうサービスの提供提供提供提供はははは行行行行わないとともにわないとともにわないとともにわないとともに、、、、次次次次にににに示示示示すすすす「「「「安全管理安全管理安全管理安全管理

体制等体制等体制等体制等のののの確保確保確保確保」」」」をををを図図図図ることることることること等等等等をををを通通通通じてじてじてじて、、、、利用者利用者利用者利用者のののの安全面安全面安全面安全面にににに最最最最

大限配慮大限配慮大限配慮大限配慮することすることすることすること。。。。

４４４４ 安全管理体制等安全管理体制等安全管理体制等安全管理体制等 ① サービスの① サービスの① サービスの① サービスの提供提供提供提供をををを行行行行っているときにっているときにっているときにっているときに利用者利用者利用者利用者にににに病状病状病状病状のののの急変等急変等急変等急変等がががが生 平18厚労令35生 平18厚労令35生 平18厚労令35生 平18厚労令35

のののの確保確保確保確保 じたじたじたじた場合場合場合場合にににに備備備備ええええ、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル等等等等をををを作成作成作成作成しししし、、、、そのそのそのその事業所内事業所内事業所内事業所内のののの 第127条第1項第127条第1項第127条第1項第127条第1項

従業者従業者従業者従業者にににに周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに主治主治主治主治のののの医師医師医師医師へのへのへのへの連絡連絡連絡連絡

をををを行行行行えるようえるようえるようえるよう、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時のののの連絡方法連絡方法連絡方法連絡方法をあらかじめをあらかじめをあらかじめをあらかじめ定定定定めていますかめていますかめていますかめていますか。。。。

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

② サービスの② サービスの② サービスの② サービスの提供提供提供提供にににに当当当当たりたりたりたり、、、、転倒等転倒等転倒等転倒等をををを防止防止防止防止するためのするためのするためのするための環境整備環境整備環境整備環境整備にににに 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

努努努努めていますかめていますかめていますかめていますか。。。。 第127条第2項第127条第2項第127条第2項第127条第2項

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

③ サービスの③ サービスの③ サービスの③ サービスの提供提供提供提供にににに当当当当たりたりたりたり、、、、事前事前事前事前にににに脈拍脈拍脈拍脈拍やややや血圧等血圧等血圧等血圧等をををを測定測定測定測定するするするする等利 平18厚労令35等利 平18厚労令35等利 平18厚労令35等利 平18厚労令35

用者用者用者用者のののの当日当日当日当日のののの体調体調体調体調をををを確認確認確認確認するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、無理無理無理無理のないのないのないのない適度適度適度適度なサービなサービなサービなサービ 第127条第3項第127条第3項第127条第3項第127条第3項

スのスのスのスの内容内容内容内容とするようとするようとするようとするよう務務務務めていますかめていますかめていますかめていますか。。。。

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

④ サービスの④ サービスの④ サービスの④ サービスの提供提供提供提供をををを行行行行っているときにおいてもっているときにおいてもっているときにおいてもっているときにおいても、、、、利用者利用者利用者利用者のののの体調体調体調体調のののの 平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35平18厚労令35

変化変化変化変化にににに常常常常にににに気気気気をををを配配配配りりりり、、、、病状病状病状病状のののの急変等急変等急変等急変等がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな場 第127条第4項場 第127条第4項場 第127条第4項場 第127条第4項

合合合合にはにはにはには、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに主治主治主治主治のののの医師医師医師医師へのへのへのへの連絡連絡連絡連絡をををを行行行行うううう等等等等のののの必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講講講講

じていますかじていますかじていますかじていますか。。。。

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない
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第第第第５５５５ 変更変更変更変更のののの届出等届出等届出等届出等

１ 変更の届出等 事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変 法第75条第1項

更があったとき、又は休止した事業を再開したときは、10日以内

に、その旨を知事（県福祉事務所（川口市、鳩ヶ谷市、戸田市及

び蕨市内の事業所は県高齢介護課））に届け出ていますか。

いる ・ いない

※ 変更の届出が必要な事項は、次に掲げるとおりです。 第131条

ア 事業所の名称及び所在地 準用（第120条)

イ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者

の氏名、生年月日、住所及び職名（当該申請に係る事業所が

法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設

者の氏名、生年月日、住所及び職名）

ウ 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は

条例等（当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病

院又は診療所であるときを除く。）

エ 事業所の種別（病院若しくは基準第111条第１項の規定の

適用を受ける診療所、同条第２項の規定の適用を受ける診療

所又は介護老人保健施設の別をいう）

オ 事業所の平面図及び設備の概要（通所リハビリテーション

事業に係る部分の変更の場合に限る。）

カ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

キ 運営規程

ク 居宅介護サービス費の請求に関する事項

ケ 役員の氏名、生年月日及び住所

※ 当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止 法第75条第2項

又は休止の日の１月前までに、その旨を知事（県福祉事務所（川

口市、鳩ヶ谷市、戸田市及び蕨市内の事業は県高齢介護課））

に届け出ください。

第第第第６６６６ 介護給付費介護給付費介護給付費介護給付費のののの算定及算定及算定及算定及びびびび取扱取扱取扱取扱いいいい

１ 基本的事項 ① 費用の額は、平成12年厚生省告示第19号の別表「指定居宅サー 法第41条第4項

ビス介護給付費単位数表」により算定されていますか。 第1号

いる ・ いない 法第53条第2項

※ ただし、事業者が事業所ごとに所定単位より低い単位数を設 平12厚告19

定する旨を、知事に事前に届出を行った場合は、この限りでは 第1号

ありません。

② 費用の額は、平成12年厚生省告示第22号の「厚生労働大臣が定 平12厚告19

める１単位の単価」に、別表に定める単位数を乗じて算定されて 第2号

いますか。 平12厚告22

いる ・ いない 別表7

③ 単価に単位数を乗じて得た額に、１円未満の端数があるときは、 平12厚告19

その端数金額は切り捨てて計算していますか。 第3号

いる ・ いない
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２ 所要時間の取扱 ① 所要時間の区分については、現に要した時間ではなく、通所リ 平12厚告19

い ハビリテーション計画に位置付けられた内容の通所リハビリテー 別表7の注1

ションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ算定しています 平12老企36

か。 第2の8(1)

いる ・ いない

② 利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基

準（平12厚告第27号第2号）に該当する場合は、所定単位数に

１００分の７０を乗て得た単位数を用いて算定していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

※ 厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、次の場合です。

ア 月平均の利用者の数が、施行規則第120条の規定に基づき 平12厚告27

知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超える 第2号イ

場合

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若 平12厚告27

しくは介護職員の員数が、指定居宅サービス基準第111条に 第2号ロ

定める員数に満たない場合

３ 短時間の場合の ① 所要時間１時間以上２時間未満の場合については、当該指定通 平12厚告19

算定 所リハビリテーション事業所において個別リハビリテーションを 別表7の注2

（１時間以上２時 ２０分以上実施した場合に限り所定単位数を算定していますか。

間未満） いる ・ いない ・ 該当なし

② 所要時間１時間以上２時間未満の場合については、医師又は理 平12厚告19

学療法士が個別リハビリテーションの実施前に指示を行い、かつ、 別表7の注3

当該個別リハビリテーションの実施後に当該療法に係る報告を受

ける場合であって、別に厚生労働大臣が定める者が個別リハビリ

テーションを行うときは、所定単位数の１００分の５０に相当す

る単位数を算定していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

※ 厚生労働大臣が定める者の内容は以下のとおりです。 平12厚告23

定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道 第12号

復師又はあん摩マッサージ師です。

③ 所要時間１時間以上２時間未満の場合について、指定居宅サー 平12厚告19

ビス基準第１１１条に規定する配置基準を超えて、専従する常勤 別表7の注4

の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を２名以上配置してい

る事業所については、１日に つき行う３０単位を所定単位数に

加算していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし
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４ ２時間以上３時 心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間の 平12厚告19

間未満の場合の算 サービス利用が困難である利用者に対して、所要時間２時間以上 別表7の注5

定 ３時間未満の通所リハビリテーションを行う場合は、「所要時間 平12厚告23

３時間以上４時間未満の場合」の所定単位数の１００分の７０に 第10号

相当する単位数を算定していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

ア ２時間以上３時間未満の通所リハビリテーションの単位数 準用（平12老企

を算定できる利用者は、心身の状況から、長時間のサービス 36第2の7(2)）

利用が困難である者、病後等で短時間の利用から始めて長時

間利用に結びつけていく必要がある者など、利用者側のやむ

を得ない事情により長時間のサービス利用が困難な者である

こと。

イ ２時間以上３時間未満の通所リハビリテーションであって

も、通所リハビリテーションの本来の目的に照らし、単に入

浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常

生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練

等が実施されるべきものであること。

５ 事業所規模によ 次の区分により取り扱ってください。
る区分の取扱い

(1)通常規模型通所 前年度の１月当たりの平均利用延人員数（要支援を含む）が 平12厚告26

リハビリテーショ ７５０人以内の事業所であって、指定居宅サービス等の事業の人 5号イ

ン 員、設備及び運営に関する基準（平11厚令37）第112条に定める

設備に関する基準に適合している事業所である場合は、小規模型

通所介護費を算定していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

前年度の１月当たりの平均利用延人員数（要支援も含む）が 平12厚告26

(2)大規模型通所 ７５０人を超え９００人以内の事業所であって、指定居宅サービ 5号ロ

リハビリテーショ ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平11厚令37）第

ン(Ⅰ） 112条に定める設備に関する基準に適合している事業所である場

合は、大規模型模型通所リハビリテーション費（Ⅰ）を算定して

い ますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

(3)大規模型通所 前年度の１月当たりの平均利用延人員数（要支援も含む）が 平12厚告26

リハビリテーショ ９００人を超える事業所であって、指定定居宅サービス等の事業 5号ハ

ン(Ⅱ） の人員、設備及び運営に関する基準（平11厚令37）第112条に定

める設備に関する基準に適合している事業所である場合は、大規

模型模型通所リハビリテーション費（Ⅱ）を算定していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

５ 事業所規模によ

る区分の取扱い ※ 平均利用延人員数の計算に当たっては、当該通所リハビリ 準用平12老企36

テーション事業所に係る通所リハビリテーション事業者が、 2の7(4)

介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け

一体的に事業を実施している場合は、当該介護予防通所リハ

ビリテーション事業所における前年度の１月当たりの平均利

用延人員数を含みます。

ただし、通所リハビリテーション事業者が介護予防通所リ

ハビリテーション事業者の指定を併せて受けている場合であ

っても、事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分

離されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数に

は当該介護予防通所リハビリテーション事業所の平均利用延

人員数は含めない取扱いとします。

※ ３時間以上４時間未満の報酬を算定している利用者（２時

間以上３時間未満の報酬を算定している利用者を含む。）につ

いては、利用者数に２分の１を乗じて得た数とし、４時間以

上６時間未満の報酬を算定している利用者については、利用

者数に４分の３を乗じて得た数とします。

また、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所

リハビリテーション事業所の利用者の計算に当たっては、介

護予防通所リハビリテーションの利用時間が４時間未満の利

用者については、利用者数に２分の１を乗じて得た数とし、

利用時間が４時間以上６時間未満の利用者については、利用者

数に４分の３を乗じて得た数とします。

ただし、介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者

については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営

業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えあり

ません。

※ 前年度の実績が６月に満たない事業者（新たに事業を開始

し、又は再開した事業者を含む）又は前年度から定員を概ね

２５％以上変更して事業を実施しようとする事業者において

は、当該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、

知事に届け出た当該事業所の利用定員の９０％に、予定され

る１月当たりの営業日数を乗じて得た数とします。

※ 毎年度3月31日時点において、事業を実施している事業者で

あって、4月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の

通所リハビリテーション費の算定に当たっては、前年度の平

均利用延人員数は、前年度において通所リハビリテーション

費を算定している月（3月を除く。）の１月当たりの平均利用

延人員数とします。

※ １時間以上２時間未満の報酬を算定している利用者につい 平12老企36

ては、利用者数に４分の１を乗じて得た数を用います。 2の8(7)
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

６ 連続して延長サ 算定対象時間（通所リハビリテーションの所要時間とその前 平12厚告19の

ービスを行った場 後に引き続き行った日常生活上の世話の時間を通算した時間）が 別表7の注6

合に係る加算 ８時間以上９時間未満の場合は５０単位を、９時間以上１０時間

未満の場合は１００単位を所定単位数に加算していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

７ 中山間地域等居 下記の地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施 平12厚告19

住者サービス提供 地域を越えて通所介護を行った場合は、１日につき所定単位数の 別表7の注7

加算 100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

※ 対象地域（該当地域の正確な区域は、各市町村に確認してください。） 平12厚告24

飯能市(名栗、風影･阿寺、八徳、上･下久通）、越生町(梅園）、

ときがわ町(大椚、都幾川）、秩父市(浦山、上吉田、大滝、

吉田、荒川）、横瀬町(全域）、皆野町(金沢、日野沢、三沢）、

小鹿野町(全域）、東秩父村(全域）、本庄市(本泉）、

神川町(矢納、神泉）、寄居町(風布）、春日部市(宝珠花）

※ 本加算を算定する利用者については、交通費の支払いを受 平12老企36

けることはできません。 第2の8(6)

８ 入浴介助加算 知事に届け出て別に厚生労働大臣が定める基準による入浴介助 平12厚告19

を行った場合は、１日につき５０単位を所定単位数に加算してい 別表7の注8

ますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

※ 厚生労働大臣が定める基準による入浴介助とは、入浴介助を 平12厚告23

適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介 第12号

助のことをいいます。

９ 事業所が介護老 事業所が介護老人保健施設である場合であって、医師又は医師 平12厚告19

人健施設である場 の指示を受けた理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪 別表7の注9

合の加算 問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビ

リテーション計画の作成及び見直しを行った場合は、１月に１回

を限度として５５０単位を所定単位数に加算していますか。

いる ・ いない ・該当なし

※ 介護老人保健施設である場合であって、医師又は医師の指示 準用（平12老企

を受けた理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問し 36第2の8(5)）

て、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビ

リテーション計画の作成及び見直しを行った場合には、医師は

当該通所リハビリテーション計画を診療録に記入する必要があ

ります。

なお、上記の場合、訪問する医師及び理学療法士、作業療法

士の当該訪問の時間は、通所リハビリテーション及び介護老人

保健施設の人員基準の算定に含めないこととします。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

10 リハビリテーシ ① 次に掲げるいずれの基準にも適合する通所リハビリテーショ 平12厚告19

ョンマネジメント ン事業所について、リハビリテーションマネジメント加算として、 別表7の注10

加算 １月につき２３０単位を所定単位数に加算していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

※ リハビリマネジメント加算は、１月に８回以上通所してい 平12老企36

る場合に、１月に１回算定するものであること。ただし、指 第2の8(10)①

定通所リハビリテーションの利用を開始した月にあって、個

別リハビリテーション、短期集中リハビリテーション又は認

知症短期集中リハビリテーションを行っている場合にあって

は、８回を下回る場合であっても、算定できるものとすること。

ア 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種 平12厚告19

の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計 別表7の注10

画を作成していますか。 イ

いる ・ いない ・ 該当なし

イ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は

医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚 平12厚告19

士が通所リハビリテーションを行っているとともに、利用 別表7の注10ロ

者の状態を定期的に記録していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

ウ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定 平12厚告19

期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していますか。 別表7の注10ハ

いる ・ いない ・ 該当なし

エ 当該事業所の従業者が、居宅介護支援事業者を通じて、訪 平12厚告19

問介護の事業その他の居宅サービス事業に係る従業者に対 別表7の注10ニ

し介護の工夫等の情報を伝達していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

※ リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われ 平12老企36

るケアマネジメントの一環として行われることに留意してく 第2の8(10)②

ださい。また、個別リハビリテーションは、原則として利用

者全員に対して実施するべきものであることから、リハビリ

テーションマネジメントも原則として利用者全員に対して実

施してください。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

10 リハビリテーシ ② リハビリテーションマネジメントについては、以下のアから

ョンマネジメント エに掲げるとおり、実施していますか。

加算 いる ・ いない ・ 該当なし

ア (1)利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施 平12老企36

に必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療 第2の8(10)③

法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他職種の者（ イ

下「関連スタッフ」という。）が暫定的に、リハビリテー

ションに関する解決すべき課題の把握（以下「アセスメン

ト」という。）とそれに基づく評価を行い、その後、多職

種共同により開始時リハビリテーションカンファレンスを

行ってリハビリテーション実施計画原案を作成していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

(2)作成したリハビリテーション実施計画原案については

利用者又はその家族に説明し、その同意を得ていますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

イ (1)リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテー 平12老企36

ションやケアを実施しながら、概ね２週間以内及び概ね３ 第2の8(10)③ロ

か月ごとに関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評

価を行い、その後、多職種共同によりリハビリテーション

カンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を

作成していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

(2)作成したリハビリテーション実施計画については、利用者

又はその家族に説明し、その同意を得ていますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

(3)短期集中リハビリテーション実施加算及び認知症短期集中

リハビリテーション実施加算を算定している利用者につい

ては、病院等からの退院（所）日から起算して１月以内の

期間にも、アセスメントとそれにもとづく評価を行ってい

ますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

(4)リハビリテーションカンファレンスの結果、必要と判断され

た場合は、利用者の担当介護支援専門員を通して、他の居宅

サービス事業所に対してリハビリテーションに関する情報伝

達（日常生活上の留意点、介護の工夫等）や連携を図るとと

もに、居宅サービス計画の変更の依頼を行っていますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

ウ (1)利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリ 平12老企36

テーションカンファレンスを行っていますか。 第2の8(10)③ハ

いる ・ いない ・ 該当なし

(2)(1)の際、終了後に利用予定の居宅介護支援事業所や居宅

介護支援専門員や他の居宅サービス事業所のサービス担当者

等の参加を求めていますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

エ 利用終了時には居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員や 平12老企36

利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報 第2の8(10)③ニ

提供を行っていますか。

いる ・ いない ・ 該当なし
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

③ リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション実 平12老企36

施計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得られた 第2の8(10)④

日の属する月から算定を開始していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

11 短期集中リハビ 利用者に対して、集中的に指定通所リハビリテーションを行っ 平12厚告19

リテーション実施 た場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲 別表7の注11

加算 げる区分に応じ、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加

算していますか。
いる ・ いない ・ 該当なし

ア 退院（所）日又は認定日から起算して１月以内の期間に

行われた場合 ２８０単位

イ 退院（所）日又は認定日から起算して１月を超え３月以

内の期間に行われた場合 １４０単位

※ ただし、この場合において、所要時間１時間以上２時間未満

の場合については、当該指定通所リハビリテーション事業所に

おいて個別リハビリテーションを20分以上実施した場合に限り

所定単位数を算定所要時間１間以上２時間未満について、定期

的な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあ

ん摩マッサージ指圧師が個別リハビリテーションを行い所定単

位数の100分の50に相当する単位数を算定している場合及びリ

ハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、

算定しない。

※ 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的な通所 平12老企36

リハビリテーションとは、退院（所）日又は認定日から起算し 第2の8(11)

て１月以内について、１週につき概ね２回以上、１回当たり

40分以上、退院（所）日又は認定日から起算して１月を超え

３月以内の期間に行われた場合は１週につき概ね２回以上、

１回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要が

あります。

※ 通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあ

っては、１月に８回以上通所していないためにリハビリテーシ

ョンマネジメント加算を算定できない場合にあっても、本加算

を算定することができます。

12 個別リハビリテ 利用者に対して、退院（所）日又は認定日から起算して３月を 平12厚告19

ーション実施加算 超える期間に個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハ 別表の7注12

ビリテーション実施加算として、１月に１３回を限度として１日

につき８０単位を所定単位数に加算していますか。

(ただし、この場合において、所要時間１時間以上２時間未満に

ついて、所定単位数を算定している場合及びリハビリテーション

マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。）

いる ・ いない ・ 該当なし

※ 指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月 平12老企36

にあっては、１月に８回以上通所していないためにリハビリテ 第2の8(12)

ーションマネジメント加算を算定できない場合にあっても、本

加算を算定することができます。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

※ 以下の疾患を有する者であって、通所リハビリテーションの

診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リハビリテーション

の提供に関わる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、

看護職員又は介護職員等が協働して作成する指定通所リハビリ

テーション実施計画において、１月に８回以下の通所であって

も効果的な効果的リハビリテーションの提供が可能であると判

断された場合について同様とする。

ａ 高次脳機能障害（失語症含む。）

ｂ 先天性又は進行性の神経・筋疾患（医科報酬点数表におけ

る難病患者リハビリテーション料に規定する疾患）

13 認知症短期集中 ① 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして知事 平12厚告19

リハビリテーショ に届け出た通所リハビリテーション事業所において、認知症であ 別表の7注12

ン実施加算 ると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生

活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、医師又は医

師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、作業療法士若しくは

言語聴覚士がその退院（所）日又は通所開始日から起算して３月

以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合

は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、１週に

２日を限度として１日につき２４０単位を所定単位数に加算して

いますか。

（ただし、この場合において、リハビリテーションマネジメント加

算を算定しない。）

いる ・ いない ・ 該当なし

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおりで 平12厚告26

す。 第6号

１ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が適切に配置されていること。

２ リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士

作業療法士又は 言語聴覚士の数に対して適切なものであるこ

と。

※ 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症利用者の生活 平12老企36

機能の改善を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生 第2の8(13)

活活動の訓練等組み合わせたプログラムを週２日実施すること

を標準とする。

※ 当該加算は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に

対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医

師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれ

ると判断された者に対して、生活機能の改善を目的として、リ

ハビリテーションマネジメントにおいて作成したリハビリテー

ションマネジメント実施計画に基づき、医師又は医師の指示を

受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が記憶の訓練、

日常生活活動の訓練等組み合わせたプログラムを実施した場合

に算定できるものである。なお、記憶の訓練、日常生活活動の

訓練等組み合わせたプログラムは、認知症に対して効果の期待

できるものであること。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

13 認知症短期集中 ※ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経

リハビリテーショ 内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する

ン実施加算 研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテー

ションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断及び記憶

の訓練、日常生活活動の訓練等組み合わせたプログラム等から

構成されており、認知症に対するリハビリテーションを実施す

るためにふさわしいと認められるものであること。

※ 当該リハビリテーションにあっては、１人の医師又は理学療法

士等が１人の利用者に対して個別に行った場合にのみ算定する。

※ 当該加算は、利用者に対して２０分以上当該リハビリテーシ

ョンを実施した場合に算定するものであり、時間が２０分に満

たない場合は、算定を行わないものとする。

※ 当該リハビリテーションの対象となる利用者はＭＭＳＥ(Min

iMental State Examination)又はＨＤＳ－Ｒ（改定長谷川式簡

易知能評価スケール）において概ね５点～２５点に相当する者

とする。

※ 当該リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容

訓練評価、担当者等）は利用者毎に保管されること。

※ 短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合で

あっても、別途当該リハビリテーション実施加算を算定してい

る場合は当該リハビリテーション加算を算定することができる。

※ 当該リハビリテーション加算は、当該利用者が過去３月の間

に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り

算定できることとする。なお、指定通所リハビリテーションの利

用を終了する日の属する月にあっては、１月に８回以上通所して

いないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できな

い場合であっても、本加算を算定することができることとする。

14 若年性認知症利 次の基準に適合しているものとして知事に届け出た通所リハビ 平12厚告19

用者受入加算 リテーション事業所において、若年性認知症利用者に対して通所 別表の7注14

リハビリテーションを行った場合は、１日につき６０単位を所定

単位数に加算していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

※ 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めて 準用平12厚告25

いること。 第9号

担当者を中心に、利用者の特性やニーズに応じたサービス提 準用（平12老企

供を行います。 36第2の7(9)）
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

15 栄養改善加算 ① 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして知事に届 12厚告19

け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に 別表7の注15

対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に

実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の

状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下「栄養改善

サービス」という。）を行った場合は、栄養改善加算として、３

月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき１５０単

位を所定単位数に加算していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

※ ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごとの利用者の栄

養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービ

スを引き続き行うことが必要と認められる利用者については引

き続き算定することができます。

ア 管理栄養士を１人以上配置していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養

士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護

職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下

機能及び食形態に配慮した栄養ケア計画を作成していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善

サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的

に記録していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価して

いますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

オ 別に厚生労働大臣の定める基準（「厚生労働大臣が定める基

準（平成12年2月10日厚生省告示第25号）」10）に適合してい

る通所リハビリテーション事業所となっていますか。

（定員利用・人員に適合している事業所であること。）

いる ・ いない ・ 該当なし

② 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は利用者ご 準用（平12老企

とに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意 36第2の7(10)

していますか。 ①）

いる ・ いない ・ 該当なし

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のアからホのいずれか 準用（平12老企

に該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認めら 36第2の7(10)

れる者としていますか。 ③）

いる ・ いない ・ 該当なし

ア ＢＭＩが１８．５未満である者

イ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地

域支援事業の実施について」（平成１８年６月９日老発第0609

001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリス

トのNo.11の項目が「１」に該当する者

ウ 血清アルブミン値が３．５g/dl以下である者
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

15 栄養改善加算 エ 食事摂取量が不良（７５％以下）である者

オ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められ

る者

なお、次のような問題を有する者については、上記アから

オのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。

・ 生活機能の低下の問題

・ 褥瘡に関する問題

・ 食欲の低下の問題

・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに

関連する(16）、(17)のいずれかの項目において「１」に該

当する者などを含む。）

・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する

(18)、(19)、(20)のいずれかの項目において「１」に該当

する者などを含む。）

・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する(21)

から(25）の項目において、二項目以上「１」に該当する者

などを含む。）

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のアからエまでに掲げる手 準用（平12老企

順を経てなされていますか。 36第2の7(10)

いる ・ いない ・ 該当なし ④）

ア 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握し

ていますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

イ (1)利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごと

の摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に

関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」

という。）を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関

する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養

管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養

ケア計画を作成していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

(2)作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの

対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得て

いますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

ウ (1)栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄

養改善サービスを提供していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

(2)(1)の際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに

当該計画を修正していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

エ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能

の状況を検討し、概ね３月ごとに体重を測定する等により栄

養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護

支援専門員や主治の医師に対して情報提供していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

15 栄養改善加算 ⑤ 概ね３月ごとの評価の結果、③のアからオのいずれかに該当す 準用(平12老企

る者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うこと 36第2の７(10)

により、栄養改善の効果が期待できるとサービス担当者会議等を ⑤）

通じ認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提

供していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

16 口腔機能向上加 ① 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして知事に届 12厚告19

算 け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利 別表7の注16

用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別

的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能

に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態

の維持又は向上に資すると認められるもの（以下、「口腔機能向

上サービス」という。）を行った場合は、口腔機能向上加算とし

て、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき

１５０単位を所定単位に加算していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

※ ただし、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利用者

の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上

サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者につい

ては、引き続き算定することができます。

ア 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１人以上配置し

ていますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

イ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、

言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種

の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を

作成していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

ウ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師

若しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職

員又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サ

ービスを行っているともに、利用者の口腔機能を定期的に記

録していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

エ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期

的に評価していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

オ 別に厚生労働大臣の定める基準（「厚生労働大臣が定める

基準（平成12年2月10日厚生省告示第25号）」11）に適合する

通所リハビリテーション事業所となっていますか。

（定員利用・人員基準に適合している事業所であること。）

いる ・ いない ・ 該当なし

② 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供に 準用（平12老企

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われるこ 36第2の7(11)

とに留意していますか。 ①）

いる ・ いない ・ 該当なし
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

16 口腔機能向上加 ③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のアからウのいず 準用（平12老企
算 れかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要 36第2の7(11)）

と認められる者としていますか。 ③
いる・ いない・ 該当なし

ア 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清掃の３項目の
いずれかの項目において「１」以外に該当する者

イ 基本チェックリストの口腔機能に関する(13)、(14)、(15)
の３項目のうち、２項目以上が「１」に該当する者

ウ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場 準用（平12老企
合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通じ 36第2の7(11)
て主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切 ④）
な措置を講じることとします。

なお、歯科医療を受診している場合であって次のア又はイのい
ずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できません。

ア 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療
法を算定している場合

イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療
法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向
上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若し
くは実施」を行っていない場合

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のアからエまでに掲げる 準用（平12老企
手順を経てなされていますか。 36第2の7(11)

⑤）
ア 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし
イ (1)利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が

中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に
関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛
生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者
が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管
理指導計画を作成していますか

いる ・ いない ・ 該当なし
(2)また、作成した口腔機能改善管理指導計画について、口

腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説
明し、その同意を得ていますか。

いる ・ いない ・ 該当なし
ウ (1)口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科

衛生士、看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービス
を提供していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし
(2)(1)の際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点が

あれば直ちに当該計画を修正していますか。
いる ・ いない ・ 該当なし

エ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生
活機能の状況を検討し、概ね３月ごとに口腔機能の状態の評
価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員
や主治の医師又は主治治の歯科医師に対して情報提供してい
ますか。

いる ・ いない ・ 該当なし
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

16 口腔機能向上加 ⑥ 概ね３か月ごとの評価の結果、次のア又はイのいずれかに該当

算 する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員等

がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待

できるとサービス担当者会議等を通じて認められるものについて

は、継続的に口腔機能向上サービスを提供していますか。

いる ・ いない ・ 該当なし

ア 口腔清掃・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能 準用（平12老企

の低下が認められる状態の者 36第2の7(11)

イ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が著しく ⑥）

低下するおそれのある者

17 サービス提供体 次の①②の基準に適合しているものとして知事に届け出た指定 平12厚告19

制強化加算 通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハ 別表7のニ

（Ⅰ）（Ⅱ） ビリテーションを行った場合は、次の区分により、１回につき次

の単位数を加算していますか。

(1) サービス提供体制強化加算（Ⅰ）１２単位

いる ・ いない・該当なし

(2) サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ６単位

いる ・ いない・該当なし

※ 加算（Ⅰ）を算定している場合は、加算（Ⅱ）を算定できません。

① サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 平12厚告25

・通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介 13号イ

護福祉士の占める割合が100分の40以上であること

・利用定員、人員基準に適合していること

② サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

・通所リハビリテーション事業所の通所介護を利用者に直接提 平12厚告25

供する職員の総数のうち、勤続年数３年以上の者の占める割 13号ロ

合が100分の30以上であること

・利用定員、人員基準に適合していること

※ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出し 準用平12老企36

た前年度（３月を除く）の平均を用います。 第2の3(6)④

ただし、平成２１年度の１年間においては、届出日の属する

月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用い

ます。

※ 届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合に 準用平12老企36

つき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければなりません。 第2の3(6)⑤

その割合については、毎月記録し、所定の割合を下回った場

合、届出を提出しなければなりません。

※ 介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得 準用平12老企36

している者とします。 第2の3(6)④

※ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数とし 準用平12老企36

ます。 第2の4(18)②
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

17 サービス提供体

制強化加算 ※ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数 準用平12老企36

（Ⅰ）（Ⅱ） に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、 第2の4(18)③

社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員

として勤務した年数を含めることができます。

※ 同一の事業所において介護予防通所リハビリテーションを一 準用平12老企36

体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行 第2の3(6)⑥

います。

※ 通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、 平12老企36

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介 第2の8(18)②

護職員として勤務を行う職員です。

なお、１時間以上２時間未満の通所リハビリテーションを算

定する場合であって、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師

がリハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職

員に含まれます。

18 サービス種類相 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施 12厚告19

互算定関係 設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護若しくは認知症対 別表7の注17

応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間に、

通所リハビリテーション費が算定されていませんか。

いない ・ いる

第第第第４４４４（（（（予防予防予防予防）））） 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション費費費費のののの算定及算定及算定及算定及びびびび取扱取扱取扱取扱いいいい

１１１１ 基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項 ①①①① 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションを行行行行ったったったった場合場合場合場合にににに、、、、利用者利用者利用者利用者のののの要 平18厚労告127要 平18厚労告127要 平18厚労告127要 平18厚労告127

支援状態区分支援状態区分支援状態区分支援状態区分にににに応応応応じてじてじてじて、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ所定単位数所定単位数所定単位数所定単位数をををを算定算定算定算定していますかしていますかしていますかしていますか。。。。 別表7別表7別表7別表7のイのイのイのイ

いる ・ いないいる ・ いないいる ・ いないいる ・ いない

※※※※ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション費費費費（（（（１１１１月月月月につきにつきにつきにつき））））

（（（（１１１１））））要支援要支援要支援要支援１ ２,４９６１ ２,４９６１ ２,４９６１ ２,４９６単位単位単位単位

（（（（２２２２））））要支援要支援要支援要支援２ ４,８８０２ ４,８８０２ ４,８８０２ ４,８８０単位単位単位単位

②②②② 利用者利用者利用者利用者のののの数又数又数又数又はははは医師医師医師医師、、、、理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士、、、、作業療法士作業療法士作業療法士作業療法士、、、、言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士、、、、 平18厚労告127平18厚労告127平18厚労告127平18厚労告127

看護職員若看護職員若看護職員若看護職員若しくはしくはしくはしくは介護職員介護職員介護職員介護職員のののの員数員数員数員数がががが別別別別にににに厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣がががが定定定定めるめるめるめる準 別表7準 別表7準 別表7準 別表7のののの注1注1注1注1

（（（（平成12年厚生省告示第27号平成12年厚生省告示第27号平成12年厚生省告示第27号平成12年厚生省告示第27号））））にににに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合はははは、、、、所定単位数所定単位数所定単位数所定単位数にににに

１００１００１００１００分分分分の７０をの７０をの７０をの７０を乗乗乗乗てててて得得得得たたたた単位数単位数単位数単位数をををを用用用用いていていていて算定算定算定算定していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

※※※※ 厚生省告示27第15号厚生省告示27第15号厚生省告示27第15号厚生省告示27第15号にににに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合はははは、、、、次次次次のののの場合場合場合場合ですですですです。。。。

アアアア 月平均月平均月平均月平均のののの利用者利用者利用者利用者のののの数数数数がががが、、、、施行規則第119条施行規則第119条施行規則第119条施行規則第119条のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき

知事知事知事知事にににに提出提出提出提出したしたしたした運営規程運営規程運営規程運営規程にににに定定定定められているめられているめられているめられている利用定員利用定員利用定員利用定員をををを超超超超えるえるえるえる

場合場合場合場合

イイイイ 医師医師医師医師、、、、理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士、、、、作業療法士作業療法士作業療法士作業療法士、、、、言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士、、、、看護職員若看護職員若看護職員若看護職員若

しくはしくはしくはしくは介護職員介護職員介護職員介護職員のののの員数員数員数員数がががが、、、、指定居宅指定居宅指定居宅指定居宅サービスサービスサービスサービス等等等等のののの事業事業事業事業のののの人員人員人員人員

設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする基準基準基準基準（（（（平11厚生省令37平11厚生省令37平11厚生省令37平11厚生省令37））））第111条第111条第111条第111条にににに定定定定

めるめるめるめる員数員数員数員数にににに満満満満たないたないたないたない場合場合場合場合
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

１１１１ 基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項 ③③③③ 利用者利用者利用者利用者がががが介護予防特定施設入居者生活介護又介護予防特定施設入居者生活介護又介護予防特定施設入居者生活介護又介護予防特定施設入居者生活介護又はははは介護予防小規模 平18厚労告127介護予防小規模 平18厚労告127介護予防小規模 平18厚労告127介護予防小規模 平18厚労告127

多機能型居宅介護若多機能型居宅介護若多機能型居宅介護若多機能型居宅介護若しくはしくはしくはしくは介護予防認知症対応型共同生活介護介護予防認知症対応型共同生活介護介護予防認知症対応型共同生活介護介護予防認知症対応型共同生活介護をををを 別表7別表7別表7別表7のののの注4注4注4注4

受受受受けているけているけているけている間間間間にににに、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション費費費費をををを算定算定算定算定してしてしてして

いませんかいませんかいませんかいませんか。。。。

いない ・ いるいない ・ いるいない ・ いるいない ・ いる

④④④④ 利用者利用者利用者利用者がががが一一一一のののの介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業所事業所事業所事業所においてにおいてにおいてにおいて 平18厚労告127平18厚労告127平18厚労告127平18厚労告127

介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションを受受受受けているけているけているけている間間間間はははは、、、、当該介護予 別表7当該介護予 別表7当該介護予 別表7当該介護予 別表7のののの注5注5注5注5

防通所防通所防通所防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業所以外事業所以外事業所以外事業所以外のののの介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテリハビリテリハビリテリハビリテ

ーションーションーションーション事業所事業所事業所事業所がががが介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションを行行行行ったったったった場合場合場合場合

にににに、、、、介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション費費費費をををを算定算定算定算定していませんかしていませんかしていませんかしていませんか。。。。

いない ・ いるいない ・ いるいない ・ いるいない ・ いる

２２２２ 中山間地域等居 下記中山間地域等居 下記中山間地域等居 下記中山間地域等居 下記のののの地域地域地域地域にににに居住居住居住居住しているしているしているしている利用者利用者利用者利用者にににに対対対対してしてしてして、、、、通常通常通常通常のののの事業事業事業事業のののの実施 平18厚労告127実施 平18厚労告127実施 平18厚労告127実施 平18厚労告127

住者住者住者住者サービスサービスサービスサービス提供 地域提供 地域提供 地域提供 地域をををを越越越越えてえてえてえて介護予防通所介護介護予防通所介護介護予防通所介護介護予防通所介護をををを行行行行ったったったった場合場合場合場合はははは、、、、１１１１月月月月につきにつきにつきにつき所定 別表7所定 別表7所定 別表7所定 別表7のののの注2注2注2注2

加算 単位数加算 単位数加算 単位数加算 単位数の100の100の100の100分分分分の５にの５にの５にの５に相当相当相当相当するするするする単位数単位数単位数単位数をををを所定単位数所定単位数所定単位数所定単位数にににに加算加算加算加算していしていしていしてい

ますかますかますかますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

※※※※ 対象地域対象地域対象地域対象地域（（（（該当地域該当地域該当地域該当地域のののの正確正確正確正確なななな区域区域区域区域はははは、、、、各市町村各市町村各市町村各市町村にににに確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください 平12厚告24平12厚告24平12厚告24平12厚告24

飯能市飯能市飯能市飯能市(名栗名栗名栗名栗、、、、風影風影風影風影････阿寺阿寺阿寺阿寺、、、、八徳八徳八徳八徳、、、、上上上上････下久通下久通下久通下久通））））、、、、越生町越生町越生町越生町(梅園梅園梅園梅園））））、、、、

ときがわときがわときがわときがわ町(大椚町(大椚町(大椚町(大椚、、、、都幾川都幾川都幾川都幾川））））、、、、秩父市(浦山秩父市(浦山秩父市(浦山秩父市(浦山、、、、上吉田上吉田上吉田上吉田、、、、大滝大滝大滝大滝、、、、

吉田吉田吉田吉田、、、、荒川荒川荒川荒川））））、、、、横瀬町横瀬町横瀬町横瀬町(全域全域全域全域））））、、、、皆野町皆野町皆野町皆野町(金沢金沢金沢金沢、、、、日野沢日野沢日野沢日野沢、、、、三沢三沢三沢三沢））））、、、、

小鹿野町小鹿野町小鹿野町小鹿野町(全域全域全域全域））））、、、、東秩父村東秩父村東秩父村東秩父村(全域全域全域全域））））、、、、本庄市本庄市本庄市本庄市(本泉本泉本泉本泉））））、、、、

神川町神川町神川町神川町(矢納矢納矢納矢納、、、、神泉神泉神泉神泉））））、、、、寄居町寄居町寄居町寄居町(風布風布風布風布））））、、、、春日部市春日部市春日部市春日部市(宝珠花宝珠花宝珠花宝珠花））））

※※※※ 本加算本加算本加算本加算をををを算定算定算定算定するするするする利用者利用者利用者利用者についてはについてはについてはについては、、、、交通費交通費交通費交通費のののの支払支払支払支払いをいをいをいを受 平18-0317001号受 平18-0317001号受 平18-0317001号受 平18-0317001号

ることはできませんることはできませんることはできませんることはできません。。。。 第2第2第2第2の7(5)の7(5)の7(5)の7(5)

３３３３ 若年性認知症利若年性認知症利若年性認知症利若年性認知症利 ④④④④ 厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣がががが定定定定めるめるめるめる基準基準基準基準にににに適合適合適合適合しているものとしてしているものとしてしているものとしてしているものとして知事知事知事知事にににに届 平18厚労告127届 平18厚労告127届 平18厚労告127届 平18厚労告127

用者受入加算用者受入加算用者受入加算用者受入加算 けけけけ出出出出たたたた介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業所事業所事業所事業所においてにおいてにおいてにおいて、、、、若年性 別表7若年性 別表7若年性 別表7若年性 別表7のイのイのイのイ注3注3注3注3

認知症利用者認知症利用者認知症利用者認知症利用者にににに対対対対してしてしてして介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションを行行行行ったったったった

場合場合場合場合にはにはにはには、、、、１１１１月月月月につき２４０につき２４０につき２４０につき２４０単位単位単位単位をををを所定単位数所定単位数所定単位数所定単位数にににに加算加算加算加算していますしていますしていますしています

かかかか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

※※※※ 受受受受けけけけ入入入入れたれたれたれた若年性認知症利用者若年性認知症利用者若年性認知症利用者若年性認知症利用者ごとにごとにごとにごとに個別個別個別個別のののの担当者担当者担当者担当者をををを定定定定めてめてめてめて 平12厚告25平12厚告25平12厚告25平12厚告25

いることいることいることいること。。。。 第9号第9号第9号第9号

※※※※ 担当者担当者担当者担当者をををを中心中心中心中心にににに、、、、利用者利用者利用者利用者のののの特性特性特性特性やニーズにやニーズにやニーズにやニーズに応応応応じたサービスじたサービスじたサービスじたサービス提 平18-0317001提 平18-0317001提 平18-0317001提 平18-0317001

供供供供をををを行行行行いますいますいますいます。。。。 号第2号第2号第2号第2の7(5)の7(5)の7(5)の7(5)

４４４４ 運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上 ①①①① 次次次次にににに掲掲掲掲げるいずれのげるいずれのげるいずれのげるいずれの基準基準基準基準にもにもにもにも適合適合適合適合しているものとしてしているものとしてしているものとしてしているものとして知事知事知事知事にににに届 平18厚労告127届 平18厚労告127届 平18厚労告127届 平18厚労告127

加算加算加算加算 けけけけ出出出出てててて、、、、利用者利用者利用者利用者のののの運動器運動器運動器運動器のののの機能向上機能向上機能向上機能向上をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして個別的個別的個別的個別的にににに実施実施実施実施ささささ 別表7別表7別表7別表7のロのロのロのロ

れるリハビリテーションであってれるリハビリテーションであってれるリハビリテーションであってれるリハビリテーションであって、、、、利用者利用者利用者利用者のののの心身心身心身心身のののの状態状態状態状態のののの維持又維持又維持又維持又

はははは向上向上向上向上にににに資資資資するとするとするとすると認認認認められるものめられるものめられるものめられるもの（（（（以下以下以下以下「「「「運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上サービサービサービサービ

スススス」」」」というというというという。。。。））））をををを行行行行ったったったった場合場合場合場合はははは、、、、１１１１月月月月につき２２５につき２２５につき２２５につき２２５単位単位単位単位をををを加算加算加算加算てててて

いますかいますかいますかいますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

４４４４ 運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上

加算加算加算加算 アアアア 理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士、、、、作業療法士作業療法士作業療法士作業療法士、、、、言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士（（（（以下以下以下以下「「「「理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士

等等等等」」」」というというというという。。。。））））を１を１を１を１人以上配置人以上配置人以上配置人以上配置していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

イイイイ 利用者利用者利用者利用者のののの運動器運動器運動器運動器のののの機能機能機能機能をををを利用開始時利用開始時利用開始時利用開始時にににに把握把握把握把握しししし、、、、医師医師医師医師、、、、理学理学理学理学

療法士等療法士等療法士等療法士等、、、、看護職員看護職員看護職員看護職員、、、、介護職員介護職員介護職員介護職員そのそのそのその他他他他のののの職種職種職種職種のののの者者者者がががが共同共同共同共同してしてしてして、、、、

運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画をををを作成作成作成作成していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

ウウウウ 利用者利用者利用者利用者ごとのごとのごとのごとの運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画にににに従従従従いいいい医師又医師又医師又医師又はははは医師医師医師医師のののの指指指指

示示示示をををを受受受受けたけたけたけた理学療法士等若理学療法士等若理学療法士等若理学療法士等若しくはしくはしくはしくは看護職員看護職員看護職員看護職員がががが運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上

サービスをサービスをサービスをサービスを行行行行っているとともにっているとともにっているとともにっているとともに、、、、利用者利用者利用者利用者のののの運動器運動器運動器運動器のののの機能機能機能機能をををを定定定定

期的期的期的期的にににに記録記録記録記録していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

エエエエ 利用者利用者利用者利用者ごとのごとのごとのごとの運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを定期的定期的定期的定期的にににに評評評評

価価価価していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

オオオオ 別別別別にににに厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣のののの定定定定めるめるめるめる基準基準基準基準（（（（平成12年厚生省告示26平成12年厚生省告示26平成12年厚生省告示26平成12年厚生省告示26））））

にににに適合適合適合適合しているしているしているしている介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業所事業所事業所事業所となとなとなとな

っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。

（（（（定員利用定員利用定員利用定員利用・・・・人員基準人員基準人員基準人員基準にににに適合適合適合適合しているしているしているしている事業所事業所事業所事業所であることであることであることであること。。。。））））

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

※※※※ 運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上サービスをサービスをサービスをサービスを提供提供提供提供するするするする目的目的目的目的はははは、、、、介護予防介護予防介護予防介護予防サービサービサービサービ 平18-0317001号平18-0317001号平18-0317001号平18-0317001号

スススス計画計画計画計画においてにおいてにおいてにおいて設定設定設定設定されたされたされたされた利用者利用者利用者利用者のののの目標目標目標目標のためののためののためののための支援支援支援支援であっであっであっであっ 別紙1第2別紙1第2別紙1第2別紙1第2の7(1)の7(1)の7(1)の7(1)

てててて、、、、提供提供提供提供されるサービスそのものはあくまでされるサービスそのものはあくまでされるサービスそのものはあくまでされるサービスそのものはあくまで手段手段手段手段であることに ①であることに ①であることに ①であることに ①

留意留意留意留意してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

②②②② 運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上サービスについてはサービスについてはサービスについてはサービスについては、、、、次次次次のアからカまでにのアからカまでにのアからカまでにのアからカまでに掲掲掲掲げげげげ

るとおりるとおりるとおりるとおり、、、、実施実施実施実施していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

アアアア 利用者利用者利用者利用者ごとにごとにごとにごとに看護職員等看護職員等看護職員等看護職員等のののの医療従事者医療従事者医療従事者医療従事者によるによるによるによる運動器機能向 平18-0317001号運動器機能向 平18-0317001号運動器機能向 平18-0317001号運動器機能向 平18-0317001号

上上上上サービスのサービスのサービスのサービスの実施実施実施実施にににに当当当当たってのリスクたってのリスクたってのリスクたってのリスク評価評価評価評価、、、、体力測定等体力測定等体力測定等体力測定等をををを実 別紙1第2実 別紙1第2実 別紙1第2実 別紙1第2の7(1)の7(1)の7(1)の7(1)

施施施施しししし、、、、サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供にににに際際際際してしてしてして考慮考慮考慮考慮すべきリスクすべきリスクすべきリスクすべきリスク、、、、利用者利用者利用者利用者の ③アの ③アの ③アの ③ア

ニーズニーズニーズニーズ及及及及びびびび運動器運動器運動器運動器のののの機能機能機能機能のののの状況状況状況状況をををを、、、、利用開始時利用開始時利用開始時利用開始時にににに把握把握把握把握していしていしていしてい

ますかますかますかますか。。。。 いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

イイイイ 理学療法士等理学療法士等理学療法士等理学療法士等がががが、、、、暫定的暫定的暫定的暫定的にににに、、、、利用者利用者利用者利用者ごとのニーズをごとのニーズをごとのニーズをごとのニーズを実現実現実現実現すすすす

るためのるためのるためのるための概概概概ね３ね３ね３ね３月程度月程度月程度月程度でででで達成可能達成可能達成可能達成可能なななな目標目標目標目標（（（（「「「「長期目標長期目標長期目標長期目標」」」」といといといとい 平18-0317001号平18-0317001号平18-0317001号平18-0317001号

うううう。。。。）））） 及及及及びびびび長期目標長期目標長期目標長期目標をををを達成達成達成達成するためのするためのするためのするための概概概概ね１ね１ね１ね１月程度月程度月程度月程度でででで達成可 別紙1第2達成可 別紙1第2達成可 別紙1第2達成可 別紙1第2の7(1)の7(1)の7(1)の7(1)

能能能能なななな目標目標目標目標（（（（「「「「短期目標短期目標短期目標短期目標」」」」というというというという。。。。））））をををを設定設定設定設定していますかしていますかしていますかしていますか。。。。 ③イ③イ③イ③イ

長期目標及長期目標及長期目標及長期目標及びびびび短期目標短期目標短期目標短期目標についてはについてはについてはについては、、、、介護予防支援事業者介護予防支援事業者介護予防支援事業者介護予防支援事業者にににに

おいておいておいておいて作成作成作成作成されたされたされたされた当該利用者当該利用者当該利用者当該利用者にににに係係係係るるるる介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画とととと

整合整合整合整合がががが図図図図られたものとなっていますかられたものとなっていますかられたものとなっていますかられたものとなっていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

ウウウウ 利用者利用者利用者利用者にににに係係係係るるるる長期目標及長期目標及長期目標及長期目標及びびびび短期目標短期目標短期目標短期目標をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士

等等等等、、、、看護職員看護職員看護職員看護職員、、、、介護職員介護職員介護職員介護職員、、、、生活相談員生活相談員生活相談員生活相談員そのそのそのその他他他他のののの職種職種職種職種のののの者者者者がががが共 平18-0317001号共 平18-0317001号共 平18-0317001号共 平18-0317001号

同同同同してしてしてして、、、、当該利用者当該利用者当該利用者当該利用者ごとにごとにごとにごとに、、、、実施実施実施実施するするするする運動運動運動運動のののの種類種類種類種類、、、、実施期間実施期間実施期間実施期間、、、、 別紙1第2別紙1第2別紙1第2別紙1第2の7(1)の7(1)の7(1)の7(1)

実施頻度実施頻度実施頻度実施頻度、、、、１１１１回当回当回当回当たりのたりのたりのたりの実施時間実施時間実施時間実施時間、、、、実施形態等実施形態等実施形態等実施形態等をををを記載記載記載記載したしたしたした運運運運 ③ウ③ウ③ウ③ウ

動器機能向上計画動器機能向上計画動器機能向上計画動器機能向上計画をををを作成作成作成作成することすることすることすること。。。。

そのそのそのその際際際際、、、、実施期間実施期間実施期間実施期間についてはについてはについてはについては、、、、運動運動運動運動のののの種類種類種類種類のよってのよってのよってのよって異異異異なるなるなるなる

もののもののもののものの、、、、概概概概ね３ね３ね３ね３月程度月程度月程度月程度とすることとすることとすることとすること。。。。



- 39 -

自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

４４４４ 運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上 またまたまたまた、、、、作成作成作成作成したしたしたした運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画についてはについてはについてはについては、、、、運動器機運動器機運動器機運動器機

加算 能向上加算 能向上加算 能向上加算 能向上サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供によるによるによるによる効果効果効果効果、、、、リスクリスクリスクリスク、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時のののの対応等対応等対応等対応等

とととと併併併併せてせてせてせて当該 運動器機能向上計画当該 運動器機能向上計画当該 運動器機能向上計画当該 運動器機能向上計画のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる利用者利用者利用者利用者にわにわにわにわ

かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい形形形形でででで 説明説明説明説明しししし、、、、そのそのそのその同意同意同意同意をををを得得得得ていますかていますかていますかていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし 平18-0317001号平18-0317001号平18-0317001号平18-0317001号

エエエエ 運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、利用者毎利用者毎利用者毎利用者毎にににに運動器機能向上 別紙1第2運動器機能向上 別紙1第2運動器機能向上 別紙1第2運動器機能向上 別紙1第2の7(1)の7(1)の7(1)の7(1)

サービスをサービスをサービスをサービスを提供提供提供提供することすることすることすること。。。。 ③エ③エ③エ③エ

そのそのそのその際際際際、、、、提供提供提供提供するするするする運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上サービスについてはサービスについてはサービスについてはサービスについては国内外国内外国内外国内外

のののの文献等文献等文献等文献等においてにおいてにおいてにおいて介護予防介護予防介護予防介護予防のののの観点観点観点観点からのからのからのからの有効性有効性有効性有効性がががが確認確認確認確認されてされてされてされて

いるいるいるいる等等等等のののの適切適切適切適切なものとすることなものとすることなものとすることなものとすること。。。。

またまたまたまた、、、、運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画にににに実施上実施上実施上実施上のののの問題点問題点問題点問題点（（（（運動運動運動運動のののの種類種類種類種類

のののの変更変更変更変更のののの必要性必要性必要性必要性、、、、実施頻度実施頻度実施頻度実施頻度のののの変更変更変更変更のののの必要性等必要性等必要性等必要性等））））があればがあればがあればがあれば、、、、直直直直

ちにちにちにちに当該計画当該計画当該計画当該計画をををを修正修正修正修正していますかしていますかしていますかしていますか。。。。 平18-0317001号平18-0317001号平18-0317001号平18-0317001号

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし 別紙1第2別紙1第2別紙1第2別紙1第2の7(1)の7(1)の7(1)の7(1)

オオオオ 利用者利用者利用者利用者のののの短期目標短期目標短期目標短期目標にににに応応応応じてじてじてじて、、、、概概概概ね１ね１ね１ね１月間毎月間毎月間毎月間毎にににに、、、、利用者利用者利用者利用者のののの当当当当 ③オ③オ③オ③オ

該短期目標該短期目標該短期目標該短期目標とととと客観的客観的客観的客観的なななな運動器運動器運動器運動器のののの機能機能機能機能のののの状況状況状況状況についてモニタについてモニタについてモニタについてモニタ

リングをリングをリングをリングを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて、、、、運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画

のののの修正修正修正修正をををを行行行行っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。 平18-0317001号平18-0317001号平18-0317001号平18-0317001号

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし 別紙1第2別紙1第2別紙1第2別紙1第2の7(1)の7(1)の7(1)の7(1)

カカカカ 運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画運動器機能向上計画にににに定定定定めるめるめるめる実施期間終了後実施期間終了後実施期間終了後実施期間終了後にににに、、、、利用者毎利用者毎利用者毎利用者毎 ③カ③カ③カ③カ

にににに、、、、長期目標長期目標長期目標長期目標のののの達成度及達成度及達成度及達成度及びびびび運動器運動器運動器運動器のののの機能機能機能機能のののの状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、事事事事

後後後後アセスメントをアセスメントをアセスメントをアセスメントを実施実施実施実施しししし、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを当該利用者当該利用者当該利用者当該利用者にににに係係係係るるるる介護介護介護介護

予防支援事業者予防支援事業者予防支援事業者予防支援事業者にににに報告報告報告報告していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

キキキキ 介護予防支援事業者介護予防支援事業者介護予防支援事業者介護予防支援事業者によるによるによるによる当該報告当該報告当該報告当該報告もももも踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた介護予防介護予防介護予防介護予防ケケケケ

アマネジメントのアマネジメントのアマネジメントのアマネジメントの結果結果結果結果、、、、運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上サービスのサービスのサービスのサービスの継続継続継続継続がががが必要必要必要必要

であるとのであるとのであるとのであるとの判断判断判断判断がなされるがなされるがなされるがなされる場合場合場合場合についてはについてはについてはについては、、、、上記上記上記上記アアアア～～～～カまでのカまでのカまでのカまでの

流流流流れによりれによりれによりれにより、、、、継続的継続的継続的継続的にににに運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上サービスをサービスをサービスをサービスを提供提供提供提供してしてしてして

いますかいますかいますかいますか。。。。
いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

５５５５ 栄養改善加算栄養改善加算栄養改善加算栄養改善加算 ①①①① 次次次次にににに掲掲掲掲げるいずれのげるいずれのげるいずれのげるいずれの基準基準基準基準にもにもにもにも適合適合適合適合しているものとしてしているものとしてしているものとしてしているものとして知事知事知事知事にににに届 平18厚労告127届 平18厚労告127届 平18厚労告127届 平18厚労告127

けけけけ出出出出てててて、、、、低栄養状態低栄養状態低栄養状態低栄養状態にあるにあるにあるにある利用者又利用者又利用者又利用者又はそのおそれのあるはそのおそれのあるはそのおそれのあるはそのおそれのある利用者利用者利用者利用者にににに 別表7別表7別表7別表7のハのハのハのハ

対対対対しししし、、、、当該利用者当該利用者当該利用者当該利用者のののの低栄養状態低栄養状態低栄養状態低栄養状態のののの改善等改善等改善等改善等をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして、、、、個別的個別的個別的個別的にににに

実施実施実施実施されるされるされるされる栄養食事相談等栄養食事相談等栄養食事相談等栄養食事相談等のののの栄養管理栄養管理栄養管理栄養管理であってであってであってであって、、、、利用者利用者利用者利用者のののの心身心身心身心身のののの

状態状態状態状態のののの維持又維持又維持又維持又はははは向上向上向上向上にににに資資資資するとするとするとすると認認認認められるものめられるものめられるものめられるもの（（（（以下以下以下以下「「「「栄養改善栄養改善栄養改善栄養改善

サービスサービスサービスサービス」」」」というというというという。。。。））））をををを行行行行ったったったった場合場合場合場合はははは、、、、１１１１月月月月につき１５０につき１５０につき１５０につき１５０単位単位単位単位をををを

所定単位数所定単位数所定単位数所定単位数にににに加算加算加算加算していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

アアアア 管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士を１を１を１を１人以上配置人以上配置人以上配置人以上配置していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

イイイイ 利用者利用者利用者利用者のののの栄養状態栄養状態栄養状態栄養状態をををを利用開始時利用開始時利用開始時利用開始時にににに把握把握把握把握しししし、、、、医師医師医師医師、、、、管理栄養管理栄養管理栄養管理栄養

士士士士、、、、理学療法士等理学療法士等理学療法士等理学療法士等、、、、看護職員看護職員看護職員看護職員、、、、介護職員介護職員介護職員介護職員そのそのそのその他他他他のののの職種職種職種職種のののの者者者者がががが

共同共同共同共同してしてしてして、、、、利用者利用者利用者利用者ごとのごとのごとのごとの摂食摂食摂食摂食・・・・嚥下機能及嚥下機能及嚥下機能及嚥下機能及びびびび食形態食形態食形態食形態にもにもにもにも配慮配慮配慮配慮

したしたしたした栄養栄養栄養栄養ケアケアケアケア計画計画計画計画をををを作成作成作成作成していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

ウウウウ 利用者利用者利用者利用者ごとのごとのごとのごとの栄養栄養栄養栄養ケアケアケアケア計画計画計画計画にににに従従従従いいいい管理栄養士等管理栄養士等管理栄養士等管理栄養士等がががが栄養改善栄養改善栄養改善栄養改善

サービスをサービスをサービスをサービスを行行行行っているとともにっているとともにっているとともにっているとともに、、、、利用者利用者利用者利用者のののの栄養状態栄養状態栄養状態栄養状態をををを定期的定期的定期的定期的

にににに記録記録記録記録していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

エエエエ 利用者利用者利用者利用者ごとのごとのごとのごとの栄養栄養栄養栄養ケアケアケアケア計画計画計画計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを定期的定期的定期的定期的にににに評価評価評価評価してしてしてして

いますかいますかいますかいますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

オオオオ 別別別別にににに厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣のののの定定定定めるめるめるめる基準基準基準基準（（（（「「「「厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣がががが定定定定めるめるめるめる基基基基

準準準準（（（（平12年厚生省告示25平12年厚生省告示25平12年厚生省告示25平12年厚生省告示25のののの第27号第27号第27号第27号））））にににに適合適合適合適合しているしているしているしている介護予防介護予防介護予防介護予防

通所通所通所通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業所事業所事業所事業所となっていますかとなっていますかとなっていますかとなっていますか。。。。

（（（（定員利用定員利用定員利用定員利用・・・・人員基準人員基準人員基準人員基準にににに適合適合適合適合しているしているしているしている事業所事業所事業所事業所であることであることであることであること。。。。））））

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

②②②② 栄養改善加算栄養改善加算栄養改善加算栄養改善加算のののの取扱取扱取扱取扱いについてはいについてはいについてはいについては、、、、通所通所通所通所リハビリテーションにリハビリテーションにリハビリテーションにリハビリテーションに 平18-031701号平18-031701号平18-031701号平18-031701号

おけるおけるおけるおける栄養栄養栄養栄養マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント加算加算加算加算とととと基本的基本的基本的基本的にににに同様同様同様同様ですがですがですがですが、、、、適切適切適切適切にににに取取取取りりりり 別紙1第2別紙1第2別紙1第2別紙1第2の7(2)の7(2)の7(2)の7(2)

扱扱扱扱っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。
いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

６６６６ 口腔機能向上加口腔機能向上加口腔機能向上加口腔機能向上加 ①①①① 次次次次にににに掲掲掲掲げるいずれのげるいずれのげるいずれのげるいずれの基準基準基準基準にもにもにもにも適合適合適合適合しているものとしてしているものとしてしているものとしてしているものとして知事知事知事知事にににに届 平18厚労告127届 平18厚労告127届 平18厚労告127届 平18厚労告127

算算算算 けけけけ出出出出てててて、、、、口腔機能口腔機能口腔機能口腔機能がががが低下低下低下低下しているしているしているしている利用者又利用者又利用者又利用者又はそのおそれのあるはそのおそれのあるはそのおそれのあるはそのおそれのある利 別表7利 別表7利 別表7利 別表7のニのニのニのニ

用者用者用者用者にににに対対対対してしてしてして、、、、当該利用者当該利用者当該利用者当該利用者のののの口腔機能口腔機能口腔機能口腔機能のののの向上向上向上向上をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして、、、、個別個別個別個別

的的的的にににに実施実施実施実施されるされるされるされる口腔清掃口腔清掃口腔清掃口腔清掃のののの指導若指導若指導若指導若しくはしくはしくはしくは実施又実施又実施又実施又はははは摂食摂食摂食摂食・・・・嚥下機能嚥下機能嚥下機能嚥下機能

にににに関関関関するするするする訓練訓練訓練訓練のののの指導若指導若指導若指導若しくはしくはしくはしくは実施実施実施実施であってであってであってであって、、、、利用者利用者利用者利用者のののの心身心身心身心身のののの状態状態状態状態

のののの維持又維持又維持又維持又はははは向上向上向上向上にににに資資資資するとするとするとすると認認認認められるものめられるものめられるものめられるもの（（（（以下以下以下以下「「「「口腔機能向上口腔機能向上口腔機能向上口腔機能向上

サービスサービスサービスサービス」」」」というというというという。。。。））））をををを行行行行ったったったった場合場合場合場合はははは、、、、１１１１月月月月につき１５０につき１５０につき１５０につき１５０単位単位単位単位をををを

所定単位数所定単位数所定単位数所定単位数にににに加算加算加算加算していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

アアアア 言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士、、、、歯科衛生士又歯科衛生士又歯科衛生士又歯科衛生士又はははは看護職員看護職員看護職員看護職員を１を１を１を１人以上配置人以上配置人以上配置人以上配置してしてしてして

いますかいますかいますかいますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

イイイイ 利用者利用者利用者利用者のののの口腔機能口腔機能口腔機能口腔機能をををを利用開始時利用開始時利用開始時利用開始時にににに把握把握把握把握しししし、、、、医師医師医師医師、、、、歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師、、、、

言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士、、、、歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士、、、、看護職員看護職員看護職員看護職員、、、、介護職員介護職員介護職員介護職員そのそのそのその他他他他のののの職種職種職種職種

のののの者者者者がががが共同共同共同共同してしてしてして、、、、利用者利用者利用者利用者ごとのごとのごとのごとの口腔機能改善管理指導計画口腔機能改善管理指導計画口腔機能改善管理指導計画口腔機能改善管理指導計画をををを

作成作成作成作成していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

ウウウウ 利用者利用者利用者利用者ごとのごとのごとのごとの口腔機能改善管理指導計画口腔機能改善管理指導計画口腔機能改善管理指導計画口腔機能改善管理指導計画にににに従従従従いいいい医師医師医師医師、、、、医師医師医師医師

若若若若しくはしくはしくはしくは歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師のののの指示指示指示指示をををを受受受受けたけたけたけた言語聴覚士若言語聴覚士若言語聴覚士若言語聴覚士若しくはしくはしくはしくは看護職看護職看護職看護職

員又員又員又員又はははは歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師のののの指示指示指示指示をををを受受受受けたけたけたけた歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士がががが口腔機能向上口腔機能向上口腔機能向上口腔機能向上ササササ

ービスをービスをービスをービスを行行行行っているとともにっているとともにっているとともにっているとともに、、、、利用者利用者利用者利用者のののの口腔機能口腔機能口腔機能口腔機能をををを定期的定期的定期的定期的にににに

記録記録記録記録していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

エエエエ 利用者利用者利用者利用者ごとのごとのごとのごとの口腔機能改善管理指導計画口腔機能改善管理指導計画口腔機能改善管理指導計画口腔機能改善管理指導計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを定期定期定期定期

的的的的にににに評価評価評価評価していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

オオオオ 別別別別にににに厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣のののの定定定定めるめるめるめる基準基準基準基準（（（（「「「「厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣がががが定定定定めるめるめるめる基基基基

準準準準（（（（平12厚生省告示25第6号平12厚生省告示25第6号平12厚生省告示25第6号平12厚生省告示25第6号））））にににに適合適合適合適合しているしているしているしている介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所

リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業所事業所事業所事業所となっていますかとなっていますかとなっていますかとなっていますか。。。。

（（（（定員利用定員利用定員利用定員利用・・・・人員基準人員基準人員基準人員基準にににに適合適合適合適合しているしているしているしている事業所事業所事業所事業所であることであることであることであること。。。。））））

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

②②②② 口腔機能向上加算口腔機能向上加算口腔機能向上加算口腔機能向上加算のののの取扱取扱取扱取扱いについてはいについてはいについてはいについては、、、、通所通所通所通所リハビリテーショリハビリテーショリハビリテーショリハビリテーショ 平18-031701号平18-031701号平18-031701号平18-031701号

ンにおけるンにおけるンにおけるンにおける口腔機能向上加算口腔機能向上加算口腔機能向上加算口腔機能向上加算とととと基本的基本的基本的基本的にににに同様同様同様同様ですがですがですがですが、、、、適切適切適切適切にににに取取取取りりりり 別紙1第2別紙1第2別紙1第2別紙1第2の7(3)の7(3)の7(3)の7(3)

扱扱扱扱っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし
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７７７７ 事業所評価加算 別事業所評価加算 別事業所評価加算 別事業所評価加算 別にににに厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣がががが定定定定めるめるめるめる基準基準基準基準にににに適合適合適合適合しているものとしてしているものとしてしているものとしてしているものとして知事 平18厚労告127知事 平18厚労告127知事 平18厚労告127知事 平18厚労告127

にににに届届届届けけけけ出出出出たたたた介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業所事業所事業所事業所においてにおいてにおいてにおいて、、、、評 別表7評 別表7評 別表7評 別表7のホのホのホのホ

価対象期間価対象期間価対象期間価対象期間（（（（原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、当該加算当該加算当該加算当該加算をををを算定算定算定算定するするするする年度年度年度年度のののの前年前年前年前年の１の１の１の１月月月月

から１２から１２から１２から１２月月月月までのまでのまでのまでの期間期間期間期間とするとするとするとする。。。。））））のののの満了日満了日満了日満了日のののの属属属属するするするする年度年度年度年度のののの次次次次のののの年年年年

度内度内度内度内にににに限限限限り１り１り１り１月月月月につき１００につき１００につき１００につき１００単位単位単位単位をををを加算加算加算加算していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・いる ・ いない ・ 該当該当該当該当なしなしなしなし

アアアア 別別別別にににに厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣がががが定定定定めるめるめるめる基準基準基準基準（（（（定員利用定員利用定員利用定員利用・・・・人員基準人員基準人員基準人員基準））））にににに 平12厚告25平12厚告25平12厚告25平12厚告25

適合適合適合適合しているものとしてしているものとしてしているものとしてしているものとして知事知事知事知事にににに届届届届けけけけ出出出出てててて、、、、運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上運動器機能向上ササササ 第53号第53号第53号第53号

ービスービスービスービス、、、、栄養改善栄養改善栄養改善栄養改善サービスサービスサービスサービス又又又又はははは口腔機能向上口腔機能向上口腔機能向上口腔機能向上サービスサービスサービスサービス（（（（以下以下以下以下

「「「「選択的選択的選択的選択的サービスサービスサービスサービス」」」」というというというという。。。。））））をををを行行行行っていることっていることっていることっていること。。。。

イイイイ 評価対象期間評価対象期間評価対象期間評価対象期間におけるにおけるにおけるにおける当該介護予防通所当該介護予防通所当該介護予防通所当該介護予防通所リハビリテーショリハビリテーショリハビリテーショリハビリテーショ

ンンンン事業所事業所事業所事業所のののの利用実人員数利用実人員数利用実人員数利用実人員数が１０が１０が１０が１０人以上人以上人以上人以上であることであることであることであること。。。。

ウウウウ 次次次次の(2)のの(2)のの(2)のの(2)の規定規定規定規定によりによりによりにより算定算定算定算定したしたしたした数数数数を(1)にを(1)にを(1)にを(1)に規定規定規定規定するするするする数数数数でででで除除除除しししし

てててて得得得得たたたた数数数数が０が０が０が０．．．．７７７７以上以上以上以上であることであることであることであること。。。。

(1) 評価対象期間(1) 評価対象期間(1) 評価対象期間(1) 評価対象期間においてにおいてにおいてにおいて、、、、当該介護予防通所当該介護予防通所当該介護予防通所当該介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業事業事業事業

所所所所のののの提供提供提供提供するするするする選択的選択的選択的選択的サービスを３サービスを３サービスを３サービスを３月間以上利用月間以上利用月間以上利用月間以上利用しししし、、、、かつかつかつかつ、、、、当該当該当該当該サービサービサービサービ

スをスをスをスを利用利用利用利用したしたしたした後後後後、、、、要支援更新認定又要支援更新認定又要支援更新認定又要支援更新認定又はははは要支援状態区分要支援状態区分要支援状態区分要支援状態区分のののの変更変更変更変更のののの認定認定認定認定

（（（（以下以下以下以下「「「「要支援更新認定等要支援更新認定等要支援更新認定等要支援更新認定等」」」」というというというという。。。。））））をををを受受受受けたけたけたけた者者者者のののの数数数数

(2) 選択的(2) 選択的(2) 選択的(2) 選択的サービスをサービスをサービスをサービスを利用利用利用利用したしたしたした後後後後、、、、評価対象期間評価対象期間評価対象期間評価対象期間にににに行行行行われるわれるわれるわれる要支援更新要支援更新要支援更新要支援更新

認定等認定等認定等認定等においてにおいてにおいてにおいて、、、、当該要支援更新認定等当該要支援更新認定等当該要支援更新認定等当該要支援更新認定等のののの前前前前のののの要支援状態区分要支援状態区分要支援状態区分要支援状態区分とととと比較比較比較比較

してしてしてして、、、、要支援状態区分要支援状態区分要支援状態区分要支援状態区分にににに変更変更変更変更がなかったがなかったがなかったがなかった者者者者（（（（介護予防支援事業者介護予防支援事業者介護予防支援事業者介護予防支援事業者がががが介介介介

護予防護予防護予防護予防サービスサービスサービスサービス計画計画計画計画にににに定定定定めるめるめるめる目標目標目標目標にににに照照照照らしらしらしらし、、、、当該介護予防当該介護予防当該介護予防当該介護予防サービスサービスサービスサービス事事事事

業者業者業者業者によるサービスのによるサービスのによるサービスのによるサービスの提供提供提供提供がががが終了終了終了終了したとしたとしたとしたと認認認認めるめるめるめる者者者者にににに限限限限るるるる。。。。））））のののの数数数数にににに、、、、要要要要

支援更新認定等支援更新認定等支援更新認定等支援更新認定等のののの前前前前のののの要支援状態区分要支援状態区分要支援状態区分要支援状態区分がががが要支援要支援要支援要支援２の２の２の２の者者者者であってであってであってであって、、、、要支要支要支要支

援更新認定等援更新認定等援更新認定等援更新認定等によりによりによりにより要支援要支援要支援要支援１と１と１と１と判定判定判定判定されたものされたものされたものされたもの又又又又はははは要支援更新認定等要支援更新認定等要支援更新認定等要支援更新認定等

のののの前前前前のののの要支援状態区分要支援状態区分要支援状態区分要支援状態区分がががが要支援要支援要支援要支援１の１の１の１の者者者者であってであってであってであって、、、、要支援更新認定等要支援更新認定等要支援更新認定等要支援更新認定等にににに

よりよりよりより非該当非該当非該当非該当とととと判定判定判定判定されたもののされたもののされたもののされたものの人数及人数及人数及人数及びびびび要支援更新認定等要支援更新認定等要支援更新認定等要支援更新認定等のののの前前前前のののの要支要支要支要支

援状態区分援状態区分援状態区分援状態区分がががが要支援要支援要支援要支援２の２の２の２の者者者者であってであってであってであって、、、、要支援更新認定等要支援更新認定等要支援更新認定等要支援更新認定等においてにおいてにおいてにおいて非該非該非該非該

当当当当とととと判定判定判定判定されたもののされたもののされたもののされたものの人数人数人数人数のののの合計数合計数合計数合計数に２をに２をに２をに２を乗乗乗乗じてじてじてじて得得得得たたたた数数数数をををを加加加加えたものえたものえたものえたもの

要支援度の維持者数＋改善者数×２
≧０.７ 老計発第031700老計発第031700老計発第031700老計発第031700

評価対象期間内に運動器機能向上ｻｰﾋﾞｽ、栄養改善ｻｰﾋﾞｽ又は 1号第21号第21号第21号第2の7(4)の7(4)の7(4)の7(4)
口腔機能向上ｻｰﾋﾞｽを３月以上利用し、その後に更新・変更

認定を受けた者の数

８ サービス８ サービス８ サービス８ サービス提供体 次提供体 次提供体 次提供体 次の①②のの①②のの①②のの①②の基準基準基準基準にににに適合適合適合適合しているものとしてしているものとしてしているものとしてしているものとして知事知事知事知事にににに届届届届けけけけ出出出出たたたた介護 平18厚労告127介護 平18厚労告127介護 平18厚労告127介護 平18厚労告127

制強化加算 予防通所制強化加算 予防通所制強化加算 予防通所制強化加算 予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業所事業所事業所事業所がががが、、、、利用者利用者利用者利用者にににに対対対対しししし、、、、介護予防 別表7介護予防 別表7介護予防 別表7介護予防 別表7のへのへのへのへ

（（（（ⅠⅠⅠⅠ））））（（（（ⅡⅡⅡⅡ）））） 通所通所通所通所リハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションをリハビリテーションを行行行行ったったったった場合場合場合場合はははは、、、、次次次次のののの区分区分区分区分によりによりによりにより、、、、利用利用利用利用

者者者者のののの要支援状態区分要支援状態区分要支援状態区分要支援状態区分にににに応応応応じて１じて１じて１じて１月月月月につきにつきにつきにつき次次次次のののの単位数単位数単位数単位数をををを加算加算加算加算していしていしていしてい

ますかますかますかますか。。。。

(1) サービス(1) サービス(1) サービス(1) サービス提供体制強化加算提供体制強化加算提供体制強化加算提供体制強化加算（（（（ⅠⅠⅠⅠ））））いる ・いない ・いる ・いない ・いる ・いない ・いる ・いない ・該当該当該当該当なしなしなしなし 平12厚告25平12厚告25平12厚告25平12厚告25

第54号第54号第54号第54号

要支援要支援要支援要支援１ ４８１ ４８１ ４８１ ４８単位単位単位単位、、、、 要支援要支援要支援要支援２ ９６２ ９６２ ９６２ ９６単位単位単位単位

(2) サービス(2) サービス(2) サービス(2) サービス提供体制強化加算提供体制強化加算提供体制強化加算提供体制強化加算（（（（ⅡⅡⅡⅡ））））いる ・いない ・いる ・いない ・いる ・いない ・いる ・いない ・該当該当該当該当なしなしなしなし

要支援要支援要支援要支援１ ２４１ ２４１ ２４１ ２４単位単位単位単位、、、、 要支援要支援要支援要支援２ ４８２ ４８２ ４８２ ４８単位単位単位単位
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８ サービス８ サービス８ サービス８ サービス提供体提供体提供体提供体

制強化加算制強化加算制強化加算制強化加算 ※※※※ 加算(加算(加算(加算(ⅠⅠⅠⅠ））））・(Ⅱ)のいずれかを・(Ⅱ)のいずれかを・(Ⅱ)のいずれかを・(Ⅱ)のいずれかを算定算定算定算定しているしているしているしている場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその他他他他のののの
（（（（ⅠⅠⅠⅠ））））（（（（ⅡⅡⅡⅡ）））） 加算(加算(加算(加算(ⅠⅠⅠⅠ））））・(Ⅱ)は・(Ⅱ)は・(Ⅱ)は・(Ⅱ)は算定算定算定算定できませんできませんできませんできません。。。。

① サービス① サービス① サービス① サービス提供体制強化加算提供体制強化加算提供体制強化加算提供体制強化加算（（（（ⅠⅠⅠⅠ））））
・・・・ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業所事業所事業所事業所のののの介護職員介護職員介護職員介護職員のののの総数総数総数総数

のうちのうちのうちのうち、、、、介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士のののの占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合が100が100が100が100分分分分の40の40の40の40以上以上以上以上であることであることであることであること
・・・・ 利用定員利用定員利用定員利用定員、、、、人員基準人員基準人員基準人員基準にににに適合適合適合適合していることしていることしていることしていること

② サービス② サービス② サービス② サービス提供体制強化加算提供体制強化加算提供体制強化加算提供体制強化加算（（（（ⅡⅡⅡⅡ））））
・・・・ 介護予防通所介護予防通所介護予防通所介護予防通所リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業所事業所事業所事業所のののの介護予防通所介介護予防通所介介護予防通所介介護予防通所介

護護護護をををを利用者利用者利用者利用者にににに直接提供直接提供直接提供直接提供するするするする職員職員職員職員のののの総数総数総数総数のうちのうちのうちのうち、、、、勤続年数勤続年数勤続年数勤続年数３３３３年年年年
以上以上以上以上のののの者者者者のののの占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合が100が100が100が100分分分分の30の30の30の30以上以上以上以上であることであることであることであること

・・・・ 利用定員利用定員利用定員利用定員、、、、人員基準人員基準人員基準人員基準にににに適合適合適合適合していることしていることしていることしていること

※※※※ 本加算本加算本加算本加算のののの取扱取扱取扱取扱いについてはいについてはいについてはいについては、、、、通所通所通所通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションにおけるリハビリテーションにおけるリハビリテーションにおける 老計発老計発老計発老計発
サービスサービスサービスサービス提供体制強化加算提供体制強化加算提供体制強化加算提供体制強化加算のののの取扱取扱取扱取扱いいいい（（（（35ﾍﾟｰｼﾞ35ﾍﾟｰｼﾞ35ﾍﾟｰｼﾞ35ﾍﾟｰｼﾞ参照参照参照参照））））にににに従従従従いますいますいますいます。。。。 第0317001号第0317001号第0317001号第0317001号

第2第2第2第2の7(5)の7(5)の7(5)の7(5)

７ その７ その７ その７ その他他他他

１ ワムネットの活 ① 福祉保健医療情報ネットワークシステム（ワムネット）を活
用 用していますか。

いる ・ いない

※ 介護保険制度に関する国・県などの最新情報の入手や事業者

の情報発信などに便利なワムネットは、登録するだけでインタ
ーネットで利用できます。

（ＵＲＬ）http：//www.wam.go.jp/

② 自己評価結果（本自主点検表第４－１４-②）をワムネット上

で公開していますか。
いる ・ いない

※ 県では、自己評価結果をワムネット上で公開するためのシス
テムを用意しています。

ワムネットの利用登録をすれば利用できます。（無料）
（アクセス方法）

ワムネットトップページ→会員入口→ログイン
→都道府県情報→評価情報提供システム

２ サービス利用前 サービス利用前に利用申込者に対して、健康診断書を提出する
の健康診断書の提 よう求めていませんか。
出 また、健康診断書の提出を拒んだ場合、サービスの提供を拒否

していませんか。 いない・いる

健康診断書の提出を求めている場合、その理由及び主な項目
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２ サービス利用前

の健康診断書の提 ※ 通所リハビリテーションサービスは、通常相当期間以上にわたって集

出 団的な生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康診断書の提

出等による事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが、サー

ビス担当者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治医か

らの情報提供等によっても健康状態の把握ができない場合に事業所とし

て利用申込者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用

の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議によるもの

と考える。

しかし、そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても、一般

的にはサービス提供拒否の正当な事由に該当するものではないと考えら

れる。

平成12年11月16日全国介護保険担当課長会議資料「運営基準等に

係るＱ＆Ａ」 一部抜粋

３ 介護サービス情 ① 指定情報公表センター（埼玉県社会福祉協議会）へ年１回、 法第115条の35

報の公表 基本情報と調査情報を報告していますか。 第1項

いる ・ いない 施行規則第140

条の29

※ 新規事業所は、基本情報のみ報告 施行規則第140

既存事業所は、基本情報と調査情報を報告。 条の31

※ 原則として、前年度に介護サービスの対価として支払を受け

た金額が１００万円を超えるサービスが対象。 施行規則第140

条の30

ただし、報告・調査を行うサービス区分内において、いずれ

かのサービスが１００万円を超える場合には、区分内の他のサ

ービスについても対象となる。（「報告・調査区分」については、

集団指導時の「介護サービス情報の公表」の資料を参照）

② 報告後、指定調査機関による調査を受け、指定情報公表セン

ターにより公表されていますか。

いる ・ いない

４ 法令遵守等の業 業務管理体制を適切に整備し、関係行政機関に届け出ていま 法第115条の32

務管理体制の整備 すか。 第1項

いる ・ いない 施行規則第140

条の39

※ 事業者が整備等する業務管理体制の内容

事業所数20未満 20以上100未満 100以上

整備届出 法令遵守責任者 法令遵守責任者 法令遵守責任者

事項 法令遵守規程 法令遵守規程

業務執行監査の

定期的実施

届出書の 名称又は氏名 左記に加え 左記に加え

記載すべ 主たる事務所の所在地 法令遵守規程 業務執行監査の

き事項 代表者氏名等 の概要 方法の概要

法令遵守責任者氏名等


